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１ 館林市・板倉町合併協議会設置から休止までの経緯 

⑴ 合併協議会設置から休止までの流れ 

期日 内容 

平成２７年１１月１０日 
合併協議会設置請求代表者（板倉町民）が合併

協議会設置請求のための署名収集を実施 

１２月 ７日 
合併協議会設置請求代表者が板倉町選挙管理委

員会へ収集した署名簿を提出 

１２月２８日 
板倉町選挙管理委員会による署名簿の審査及び

縦覧が終了し有効署名総数（６４７人）を告示 

１２月２９日 
合併協議会設置請求代表者が板倉町長へ合併協

議会の設置を請求 

平成２８年 １月 ４日 

板倉町長が館林市長へ合併協議会設置協議につ

いて、館林市議会に付議するかしないかを意見

照会 

３月 １日 
館林市長が板倉町長へ合併協議会設置協議につ

いて、館林市議会に付議する旨を回答 

４月１５日 
館林市議会において平成２８年第１回臨時会が

開催され、合併協議会設置について可決 

４月２１日 
板倉町議会において平成２８年第１回臨時会が

開催され、合併協議会設置について可決 

６月 １日 

館林市長及び板倉町長による合併協議会規約に

関する協議を実施し、館林市・板倉町合併協議

会が設立 

館林市・板倉町合併協議会設立を告示 

６月 ６日 群馬県知事へ届出 

平成２８年 ７月１５日～ 

平成３１年 １月３１日 

第１回～第１５回合併協議会を開催 

第１５回合併協議会において、合併協議会をお

おむね３年程度休止することが可決 
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⑵ 合併協議会の休止に至るまでの経緯 

ア 合併協議における懸案事項 

両市町で住民サービスの水準が異なる事業のうち、新市において板倉

町のサービス水準で実施した場合に特に多額の経費が必要となる１０項

目※を懸案事項として抽出し、それらを実施するために必要な経費と合併

による削減効果額を試算しました。その結果を踏まえ、第１２回及び第１

３回合併協議会において、委員による意見交換及び協議を行いましたが、

それぞれの住民サービスを調整するには至りませんでした。 

そのため、委員から「政策課題については、両首長も含めて議論する方

が早いのではないか。」という意見を受け、懸案事項の方向性について、

両市町で十分に検討したうえで合併協議会に提案することになりました。 

※ ①学校給食費の無料化、②英語検定料の補助、③子育て支援金、④０歳児紙お

むつ購入補助、⑤チャイルドシート購入補助、⑥高校生の入院医療費補助、⑦各

種検診事業、⑧介護慰労金、⑨行政区運営（区長等の手当）、⑩行政区助成 

イ 両市町の首長等による協議 

第１３回合併協議会以降、懸案事項の方向性について、市長、町長、副

市長、副町長による協議をはじめ、幹事級職員も含めた協議が複数回行わ

れました。 

しかし、「新市が将来に渡って持続可能なまちづくりを行うこと。」とい

う館林市側の方針と「合併に際してのサービスの低下はあり得ない。」と

いう板倉町側の方針に相違があるため、折衷案や妥協点を見い出すこと

が困難な状況となりました。そのため、合併協議会の今後の運営について

は様々な選択肢も含めて委員に意見を伺うことが両首長間において確認

されました。 

ウ 懸案事項の方向性にかかる意見交換 

第１４回合併協議会において、懸案事項の方向性について首長等協議

の結果概要を報告し、その後、委員による意見交換が行われました。その

結果、合併協議を引き続き進めてほしいという委員が８名（市選出委員５

名、町選出委員３名）、しばらく合併協議を休止した方が良いという委員
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が８名（市選出委員３名、町選出委員５名）、また、市長と町長の判断に

任せたいという委員が２名（市選出委員１名、町選出委員１名）となり、

委員の意見を踏まえて両市町で十分に検討したうえで、合併協議会とし

ての方向性を決めていくことになりました。 

エ 合併協議会休止の決定 

第１５回合併協議会において、第１４回合併協議会における委員意見

を踏まえ、両市町の首長等による再協議の結果について報告がありまし

た。 

まず、板倉町長は、「今後も近隣自治体として良好な変わらない協力体

制を維持するためにも、ここはある程度の一定期間を設けて、問題解決に

向けてそれぞれが研究、努力する期間も必要であり、一旦休止としたい。」

と発言し、次に、館林市長は、「市議会合併調査特別委員会や区長協議会

理事会、商工会議所、邑楽館林農業協同組合、市民活動団体１５団体に状

況や概要を報告するとともに意見聴取を行い、一旦休止ということにつ

いて一定の理解を得られ、やむを得ないと考えている。ただし、社会経済

情勢の変化と両自治体運営の状況を考慮する必要があること、今後の各

種選挙の日程を考慮することから、原則休止とするが、付帯条件としてお

おむね３年程度の休止としたい。」と発言しました。 

その後、委員による意見交換が行われ、それらを踏まえて市長、町長、

副市長、副町長の４者で再度協議を行った結果、両首長から「館林市・板

倉町合併協議会は、本日の協議会をもって、おおむね３年程度休止するこ

とについて出席委員の特別多数による採決を行う。」ことが提案され、委

員から賛同が得られました。 

そのため、館林市・板倉町合併協議会会議運営規程第６条の規定に基づ

き、出席委員の３分の２以上の賛成をもって議事を進める特別多数によ

る採決を行い、出席委員１９名のうち、賛成が１５名（市選出委員８名、

町選出委員７名）、反対が４名（市選出委員２名、町選出委員２名）とな

り、館林市・板倉町合併協議会はおおむね３年程度休止することが決定さ

れました。  
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２ 館林市・板倉町合併協議会の役割と組織 

⑴ 合併協議会 

◆合併協議の意思決定機関であり、新市基本計画の策定や合併協定項目

の協議を行う 

ア 会長：館林市長 

イ 副会長：板倉町長 

ウ 委員（２０名 ※重複委員を除く） 

・１号委員：両市町の副市長及び副町長 

・２号委員：両市町の議会の議長及び副議長 

・３号委員：両市町の議会から選出された議員各３名 

・４号委員：両市町の教育委員会の教育長 

・５号委員：両市町の長が協議して定めた学識経験を有する者 

（館林市区長協議会会長、館林商工会議所会頭、館林市農業 

委員会会長、板倉町行政区長会会長、板倉町商工会会長、板

倉町農業委員会会長、邑楽館林農業協同組合代表理事組合

長） 

・６号委員：両市町の長が協議して定めた両市町の職員 

・７号委員：協議会の設置請求代表者 

エ 監査委員：両市町の長が協議して定めた２名 

 

⑵ 幹事会 

◆事務レベルの最高機関であり、合併協議会に提案する事項について、協

議又は調整を行う 

ア 構成員（６名） 

・幹事長：館林市副市長 

・副幹事長：板倉町副町長 

・幹事：館林市政策企画部長、館林市企画課長、板倉町総務課長、板倉

町企画財政課長 
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⑶ 専門部会（館林市部長・課長、板倉町課長・係長） 

◆協議会に提案する事項について、専門的に調査検討し、協議案又は調整

案を作成するとともに、事務担当係長等のレベルでの調整や進行管理

を行う 

ア 組織 

政策企画部会、総務部会、市民環境部会、保健福祉部会、経済部会、

都市建設部会、議会・監査部会、教育部会 

 

⑷ 各種事業担当部署（両市町係長、担当職員） 

◆両市町の事務事業をＡランクからＣランクに区分して洗い出し、事務

事業の現況調書や調整原案を作成 

 

⑸ 事務局 

ア 構成員（７名 ※平成２８、２９年度は８名） 

・事務局長：館林市部長（館林市政策企画部長併任） 

・事務局次長：館林市課長、板倉町課長 

・事務局係長：板倉町係長 ※館林市係長（平成２８、２９年度） 

・担当：館林市２名、板倉町１名 

イ 事務分掌 

・総務係：協議会の庶務及び会計、協議会及び幹事会の会議、広報事業、

国・県との連絡調整、住民説明会など 

・計画係：新市基本計画の作成 

・調整１係：合併協定項目及びその他各種事務事業の調整、専門部会の

会議 

・調整２係：合併協定項目及びその他各種事務事業の調整、専門部会の

会議 
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 市長・町長　２名 ● 合併協議の意思決定機関

 副市長・副町長　２名 ● 重要事項の協議・決定

 市・町議会の議長・副議長 ４名 ・新市基本計画の策定

 市・町議会の選出議員　６名 ・合併協定項目（５２項目）の協議

 市・町の教育長　２名 　①基本４項目…合併の方式、合併の期日、

 協議し定めた学識経験者　７名 　　　　　　　　新市の名称、事務所の位置

 協議会の設置請求代表者　１名 　②法に定める協議事項

　③その他必要な協議事項

 　館林市：副市長

● 事務レベル最高機関

企画課長 ● 協議会会議の議案整理

　 板倉町：副町長 ● 協議会運営の総合調整

総務課長 ● 各種スケジュール調整

 館林市：部長・課長 ● 現況調書の作成、取りまとめ、確認

● 調整案の作成、取りまとめ

 板倉町：課長・係長 ● 事務担当係長等レベルでの調整の進行管理

 市・町担当職員 ● 現況調書の作成

 （係長又は職員） ● 調整原案の作成

● 事務担当係長等レベルでの調整
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３ 合併協議における協定項目及び調整方針 

⑴ 合併協定項目等 

ア 合併協定項目（Ａランク：７９０事業） 

合併に際しての基本的な事項や、館林市と板倉町が行っている事務事

業のうち、特に住民生活に深く関わりがあり、かつ合併に際して重要と考

えられる事項 

イ 合併協定項目以外（Ｂランク：２６４事業） 

住民への直接的な影響は少ないが、内容や運用が異なり、専門部会で調

整することが困難なもの 

ウ 合併協定項目以外（Ｃランク：１１３８事業） 

住民への直接的な影響が少なく、かつ、内容や運用も差異がない事務事

業で、専門部会で調整が可能なもの 

 

⑵ 合併協議における調整方針 

ア 基本的な方針 

両市町が合併した場合において、両市町が実施している事務事業や制

度等の違いにより、住民に混乱や大きな影響を与えることがないよう、ま

た、合併効果を発揮した行政サービスを提供できるよう、事務事業や制度

等の調整を図ることが必要となる。事務事業等の調整にあたっては、自治

体を取り巻く社会・経済等の環境変化に十分留意し、魅力あるまちづくり

の展開と住民福祉の向上を図ることができるよう努める。 

イ 基本原則 

① 一体性確保の原則 

② 住民福祉向上の原則 

③ 負担公平の原則 

④ 健全な財政運営の原則 

⑤ 行政改革推進の原則 

⑥ 適正規模準拠の原則 

⑦ 地域特性尊重の原則 
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合併協定項目 

※５２項目のうち２９項目が審議決定済（網掛け部分）  

番号 名称 番号 名称 

1 合併の方式 27 納税関係事業 

2 合併の期日 28 消防防災関係事業 

3 新市の名称 29 交通関係事業 

4 新市の事務所の位置 30 窓口業務 

5 財産及び債務の取扱い 31 保健衛生事業 

6 議会の議員の定数及び任期の取扱い 32 障がい者福祉事業 

7 地方税の取扱い 33 高齢者福祉事業 

8 地域自治制度の取扱い 34 児童福祉事業 

9 一般職の職員の身分の取扱い 35 保育事業 

10 農業委員会の取扱い 36 生活保護事業 

11 特別職の身分の取扱い 37 その他の福祉事業 

12 条例、規則等の取扱い 38 ごみ収集運搬業務事業 

13 事務組織及び機構の取扱い 39 環境対策事業 

14 一部事務組合等の取扱い 40 農林水産関係事業 

15 使用料、手数料等の取扱い 41 商工・観光関係事業 

16 公共的団体等の取扱い 42 勤労者・消費者関連事業 

17 補助金、交付金等の取扱い 43 建設関係事業 

18 町名・字名の取扱い 44 下水道事業 

19 慣行の取扱い 45 市町立学校の通学区域、学校名 

20 国民健康保険事業の取扱い 46 学校教育事業 

21 介護保険事業の取扱い 47 文化・スポーツ振興事業 

22 消防団の取扱い 48 地域コミュニティ関係事業 

23 国内・国際交流事業 49 生涯学習事業 

24 電算システム事業 50 男女共同参画事業 

25 広聴広報関係事業 51 その他の事業 

26 人権推進事業 52 新市基本計画 
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４ 合併協議会の開催状況及び内容 

⑴ 第１回合併協議会 

日時 平成２８年７月１５日（金） 午前９時３０分から 

会場 館林市文化会館３号室 

傍聴者数 ３０名（館林市民９名、板倉町民７名、報道等１４名） 

協議内容 

及び結果 

◆報告事項 

報告第１号 館林市・板倉町合併協議会の設置について  

報告第２号 館林市・板倉町合併協議会規約について  

報告第３号 館林市・板倉町合併協議会幹事会規程について  

報告第４号 館林市・板倉町合併協議会専門部会規程について  

報告第５号 館林市・板倉町合併協議会事務局規程について  

報告第６号 館林市・板倉町合併協議会財務規程について  

報告第７号 館林市・板倉町合併協議会規約に関する協議書について  

報告第８号 館林市・板倉町合併協議会規約に関する協議書にかかる変更協

議書について  

 

◆審議事項 

議案第１号 館林市・板倉町合併協議会会議運営規程について 

【原案のとおり可決】 

議案第２号 館林市・板倉町合併協議会委員等の報酬及び費用弁償に関する

規程について【原案のとおり可決】 

議案第３号 平成２８年度館林市・板倉町合併協議会事業計画について 

【原案のとおり可決】 

議案第４号 平成２８年度館林市・板倉町合併協議会予算について 

【原案のとおり可決】 

議案第５号 合併協定項目及び合併協定項目の調整方針について 

【原案のとおり可決】 
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⑵ 第２回合併協議会 

日時 平成２８年９月２日（金） 午後２時から 

会場 館林市文化会館小ホール 

傍聴者数 ４４名（館林市民２３名、板倉町民８名、報道等１３名） 

協議内容 

及び結果 

◆審議事項 

議案第６号 新市基本計画の策定方針について【原案のとおり可決】 

 

◆協議事項 

協議第１号 【合併協定項目１】合併の方式について 

《次回以降の審議事項とする》 

協議第２号 【合併協定項目２】合併の期日について 

《次回以降の審議事項とする》 

協議第３号 【合併協定項目３】新市の名称について 

《次回以降の審議事項とする》 

協議第４号 【合併協定項目４】新市の事務所の位置について 

《次回以降の審議事項とする》 

協議第５号 【合併協定項目６】議会の議員の定数及び任期の取扱いについ

て《次回以降の審議事項とする》 

協議第６号 【合併協定項目７】地方税の取扱いについて 

《次回以降の審議事項とする》 

協議第７号 【合併協定項目１０】農業委員会の取扱いについて 

《次回以降の審議事項とする》 

協議第８号 【合併協定項目１１】特別職の身分の取扱いについて 

《次回以降の審議事項とする》 
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⑶ 第３回合併協議会 

日時 平成２８年１１月２８日（月） 午前１０時から 

会場 板倉町中央公民館大ホール 

傍聴者数 ３３名（館林市民９名、板倉町民１３名、報道等１１名） 

協議内容 

及び結果 

◆報告事項 

報告第９号 館林市・板倉町合併協議会委員の変更について 

 

◆審議事項 

議案第７号 新市基本計画の骨子について【原案のとおり可決】 

議案第８号 【合併協定項目１】合併の方式について《継続審議とする》 

 

◆協議事項 

協議第９号 【合併協定項目２３－６】消防防災関係事業について 

《次回の審議事項とする》 

協議第１０号 【合併協定項目２３－７】交通関係事業について 

《次回の審議事項とする》 
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⑷ 第４回合併協議会 

日時 平成２９年５月２２日（月） 午後２時から 

会場 板倉町中央公民館大ホール 

傍聴者数 ４５名（館林市民１３名、板倉町民１８名、報道等１４名） 

協議内容 

及び結果 

◆報告事項 

報告第１０号 館林市・板倉町合併協議会規約に関する協議書にかかる変更

協議書について 

報告第１１号 館林市・板倉町合併協議会委員の変更について 

報告第１２号 館林市・板倉町合併協議会事務局規程の一部を改正する規程について 

報告第１３号 館林市・板倉町合併協議会幹事会規程の一部を改正する規程について 

報告第１４号 平成２８年度館林市・板倉町合併協議会補正予算（第１号）

の専決処分について 

報告第１５号 平成２９年度館林市・板倉町合併協議会予算の専決処分について 

◆審議事項 

議案第８号 【合併協定項目１】合併の方式について（継続審議） 

《継続審議とする》 

議案第９号 【合併協定項目２３－６】消防防災関係事業について 

【原案のとおり可決】 

議案第１０号 【合併協定項目２３－７】交通関係事業について 

【原案のとおり可決】 

議案第１１号 平成２９年度館林市・板倉町合併協議会事業計画について 

【原案のとおり可決】 

◆協議事項 

協議第１１号 【合併協定項目２１】介護保険事業の取扱いについて 

《次回の審議事項とする》 

協議第１２号 【合併協定項目２３－１０】障がい者福祉事業について 

《次回の審議事項とする》 

協議第１３号 【合併協定項目２３－１１】高齢者福祉事業について 

《次回の審議事項とする》 
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⑸ 第５回合併協議会 

日時 平成２９年６月２６日（月） 午後２時から 

会場 館林市文化会館小ホール 

傍聴者数 ４９名（館林市民２５名、板倉町民１１名、報道等１３名） 

協議内容 

及び結果 

◆講演会『市町村合併について』 

（講師：群馬県総務部市町村課 布施 正明 課長） 

 

◆報告事項 

報告第１６号 館林市・板倉町合併協議会委員の変更について 

 

◆審議事項 

議案第１２号 【合併協定項目２１】介護保険事業の取扱いについて 

【原案のとおり可決】 

議案第１３号 【合併協定項目２３－１０】障がい者福祉事業について 

【原案のとおり可決】 

議案第１４号 【合併協定項目２３－１１】高齢者福祉事業について 

【原案のとおり可決】 

 

◆協議事項 

協議第１４号 【合併協定項目２０】国民健康保険事業の取扱いについて 

《次回の審議事項とする》 

協議第１５号 【合併協定項目２３－９】保健衛生事業について 

《次回の審議事項とする》 
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⑹ 第６回合併協議会 

日時 平成２９年７月２８日（金） 午後２時から 

会場 板倉町中央公民館大ホール 

傍聴者数 ５３名（館林市民１５名、板倉町民２７名、報道等１１名） 

協議内容 

及び結果 

◆報告事項 

報告第１７号 館林市・板倉町合併協議会規約に関する協議書にかかる変更

協議書について 

 

◆審議事項 

議案第８号 【合併協定項目１】合併の方式ついて（継続審議） 

《継続審議とする》 

議案第１５号 【合併協定項目２０】国民健康保険事業の取扱いについて 

【原案のとおり可決】 

議案第１６号 【合併協定項目２３－９】保健衛生事業について 

《継続審議とする》 

 

◆協議事項 

協議第１６号 【合併協定項目２３－１２】児童福祉事業について 

《次回以降の審議事項とする》 

協議第１７号 【合併協定項目２３－１３】保育事業について 

《次回以降の審議事項とする》 

協議第１８号 【合併協定項目２３－１４】生活保護事業について 

《次回以降の審議事項とする》 
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⑺ 第７回合併協議会 

日時 平成２９年８月３０日（水） 午後２時から 

会場 館林市文化会館小ホール 

傍聴者数 ３５名（館林市民１９名、板倉町民６名、報道等１０名） 

協議内容 

及び結果 

◆審議事項 

議案第１７号 【合併協定項目２３－１２】児童福祉事業について 

【原案のとおり可決】 

議案第１８号 【合併協定項目２３－１３】保育事業について 

【原案のとおり可決】 

議案第１９号 【合併協定項目２３－１４】生活保護事業について 

【原案のとおり可決】 

 

◆協議事項 

協議第１９号 【合併協定項目２２】消防団の取扱いについて 

《次回以降の審議事項とする》 

協議第２０号 【合併協定項目２３－１８】農林水産関係事業について 

《次回以降の審議事項とする》 

協議第２１号 【合併協定項目２３－１９】商工・観光関係事業について 

《次回以降の審議事項とする》 

協議第２２号 【合併協定項目２３－２０】勤労者・消費者関連事業について 

《次回以降の審議事項とする》 

協議第２３号 【合併協定項目２３－２１】建設関係事業について 

《次回以降の審議事項とする》 

協議第２４号 【合併協定項目２３－２２】下水道事業について 

《次回以降の審議事項とする》 
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⑻ 第８回合併協議会 

日時 平成２９年１０月１７日（火） 午前１０時から 

会場 館林市文化会館小ホール 

傍聴者数 ３４名（館林市民１１名、板倉町民１２名、報道等１１名） 

協議内容 

及び結果 

◆審議事項 

議案第８号 【合併協定項目１】合併の方式について（継続審議） 

【原案のとおり可決】 

議案第２０号 【合併協定項目２２】消防団の取扱いについて 

【原案のとおり可決】 

議案第２１号 【合併協定項目２３－１８】農林水産関係事業について 

【原案のとおり可決】 

議案第２２号 【合併協定項目２３－１９】商工・観光関係事業について 

【原案のとおり可決】 

議案第２３号 【合併協定項目２３－２０】勤労者・消費者関連事業について 

【原案のとおり可決】 

議案第２４号 【合併協定項目２３－２１】建設関係事業について 

【原案のとおり可決】 

議案第２５号 【合併協定項目２３－２２】下水道事業について 

【原案のとおり可決】 

議案第２６号 平成２８年度館林市・板倉町合併協議会歳入歳出決算について 

【原案のとおり認定】 

◆協議事項 

協議第２５号 【合併協定項目２３－１】国内・国際交流事業について 

《次回以降の審議事項とする》 

協議第２６号 【合併協定項目２３－４】人権推進事業について 

《次回以降の審議事項とする》 

協議第２７号 【合併協定項目２３－１６】ごみ収集運搬業務事業について 

《次回以降の審議事項とする》 

協議第２８号 【合併協定項目２３－１７】環境対策事業について 

《次回以降の審議事項とする》 
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⑼ 第９回合併協議会 

日時 平成２９年１１月２４日（金） 午後２時から 

会場 板倉町中央公民館大ホール 

傍聴者数 ２５名（館林市民４名、板倉町民１０名、報道等１１名） 

協議内容 

及び結果 

◆審議事項 

議案第２７号 【合併協定項目２３－１】国内・国際交流事業について 

【原案のとおり可決】 

議案第２８号 【合併協定項目２３－４】人権推進事業について 

【原案のとおり可決】 

議案第２９号 【合併協定項目２３－１６】ごみ収集運搬業務事業について 

【原案のとおり可決】 

議案第３０号 【合併協定項目２３－１７】環境対策事業について 

【原案のとおり可決】 

◆協議事項 

協議第３号 【合併協定項目３】新市の名称について（継続協議） 

《次回以降の審議事項とする》 

協議第４号 【合併協定項目４】新市の事務所の位置について（継続協議） 

《次回以降の審議事項とする》 

協議第２９号 【合併協定項目２３－２】電算システム事業について 

《次回以降の審議事項とする》 

協議第３０号 【合併協定項目２３－３】広聴広報関係事業について 

《次回以降の審議事項とする》 

協議第３１号 【合併協定項目２３－５】納税関係事業について 

《次回以降の審議事項とする》 

協議第３２号 【合併協定項目２３－２５】文化・スポーツ振興事業について 

《次回以降の審議事項とする》  

協議第３３号 【合併協定項目２３－２７】生涯学習事業について 

《次回以降の審議事項とする》  

協議第３４号 【合併協定項目２３－２８】男女共同参画事業について 

《次回以降の審議事項とする》 

17



⑽ 第１０回合併協議会 

日時 平成３０年１月２４日（水） 午後２時から 

会場 板倉町中央公民館大ホール 

傍聴者数 ２５名（館林市民４名、板倉町民１３名、報道等８名） 

協議内容 

及び結果 

◆審議事項 

議案第３１号 【合併協定項目３】新市の名称について【原案のとおり可決】 

議案第３２号 【合併協定項目４】新市の事務所の位置について 

【原案のとおり可決】 

議案第３３号 【合併協定項目２３－２】電算システム事業について 

【原案のとおり可決】 

議案第３４号 【合併協定項目２３－３】広聴広報関係事業について 

《継続審議とする》 

議案第３５号 【合併協定項目２３－２５】文化・スポーツ振興事業について 

【原案のとおり可決】 

議案第３６号 【合併協定項目２３－２７】生涯学習事業について 

【原案のとおり可決】 

議案第３７号 【合併協定項目２３－２８】男女共同参画事業について 

【原案のとおり可決】 

◆協議事項 

協議第６号 【合併協定項目７】地方税の取扱いについて（継続協議） 

《次回以降の審議事項とする》 

協議第８号 【合併協定項目１１】特別職の身分の取扱いについて（継続協議） 

《次回以降の審議事項とする》 

協議第３１号 【合併協定項目２３－５】納税関係事業について（再協議） 

《次回以降の審議事項とする》 

協議第３５号 【合併協定項目５】財産及び債務の取扱いについて 

《次回以降の審議事項とする》 

協議第３６号 【合併協定項目１２】条例、規則等の取扱いについて 

《次回以降の審議事項とする》 
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⑾ 第１１回合併協議会 

日時 平成３０年２月１９日（月） 午後２時から 

会場 館林市文化会館小ホール 

傍聴者数 ３１名（館林市民９名、板倉町民１１名、報道等１１名） 

協議内容 

及び結果 

◆審議事項 

議案第３８号 【合併協定項目５】財産及び債務の取扱いについて 

《継続審議とする》 

議案第３９号 【合併協定項目１１】特別職の身分の取扱いについて 

【原案のとおり可決】 

議案第４０号 【合併協定項目１２】条例、規則等の取扱いについて 

【原案のとおり可決】 

議案第４１号 【合併協定項目２３－５】納税関係事業について 

【原案のとおり可決】 

議案第４３号 平成２９年度館林市・板倉町合併協議会補正予算（第１号）

について【原案のとおり可決】 

 

◆協議事項 

協議第３７号 【合併協定項目９】一般職の職員の身分の取扱いについて 

《継続協議とする》 

協議第３８号 【合併協定項目１６】公共的団体等の取扱いについて 

《次回以降の審議事項とする》 

協議第３９号 【合併協定項目２３－８】窓口業務について 

《次回以降の審議事項とする》 

協議第４０号 【合併協定項目２３－２６】地域コミュニティ関係事業について 

《次回以降の審議事項とする》 
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⑿ 第１２回合併協議会 

日時 平成３０年５月１８日（金） 午後２時から 

会場 板倉町中央公民館大ホール 

傍聴者数 ４４名（館林市民７名、板倉町民２５名、報道等１２名） 

協議内容 

及び結果 

◆報告事項 

報告第１８号 館林市・板倉町合併協議会規約に関する協議書にかかる変更

協議書について 

報告第１９号 平成３０年度館林市・板倉町合併協議会予算の専決処分につ

いて 

 

◆審議事項 

議案第４３号 平成３０年度館林市・板倉町合併協議会事業計画について 

【原案のとおり可決】  

 

◆その他 

・合併に伴う財政への影響額（見込）と住民サービスの調整（市と町の高い

方に統一するために必要な経費）について 

 

⒀ 第１３回合併協議会 

日時 平成３０年７月２７日（金） 午後２時から 

会場 板倉町中央公民館大ホール 

傍聴者数 ３５名（館林市民９名、板倉町民１７名、報道等９名） 

協議内容 

及び結果 

◆報告事項 

報告第２０号 館林市・板倉町合併協議会規約に関する協議書にかかる変更

協議書について   

 

◆その他 

・第１２回合併協議会において要望があった追加資料等について 
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⒁ 第１４回合併協議会 

日時 平成３０年１２月２１日（金） 午後２時から 

会場 館林市文化会館小ホール 

傍聴者数 ５２名（館林市民１９名、板倉町民２４名、報道等９名） 

協議内容 

及び結果 

◆報告事項 

報告第２１号 館林市・板倉町合併協議会委員の変更について 

 

◆審議事項 

議案第４４号 平成２９年度館林市・板倉町合併協議会歳入歳出決算について 

【原案のとおり認定】 

 

◆懸案事項の方向性について 

《委員による意見交換を行った結果、合併協議を継続するべきという意見

（８名）、合併協議を休止するべきという意見（８名）、首長の判断に任せ

るという意見（２名）を受け、両市町で十分に検討し、合併協議会として

の方向性を決めていくものとする》 

 

⒂ 第１５回合併協議会 

日時 平成３１年１月３１日（木） 午前１０時から 

会場 館林市文化会館小ホール 

傍聴者数 ６４名（館林市民３０名、板倉町民２０名、報道等１４名） 

協議内容 

及び結果 

◆合併協議の今後の方向性について 

【館林市・板倉町合併協議会をおおむね３年程度休止することについて、出

席委員１９名のうち１５名の賛成により可決】 
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５ 幹事会の開催状況 

期日 会議名 会場 

平成２８年 ６月２１日 第１回幹事会 板倉町役場本庁舎第１会議室 

６月２８日 第２回幹事会 （文書幹事会） 

８月 ５日 第３回幹事会 館林市役所政策審議室 

１０月 ５日 第４回幹事会 （文書幹事会） 

１１月 ９日 第５回幹事会 板倉町中央公民館第１会議室 

１２月１３日 第６回幹事会 館林市役所５０１Ｂ会議室 

平成２９年 １月１３日 第７回幹事会 板倉町役場第二庁舎会議室 

２月 ９日 第８回幹事会 館林市役所５０１会議室 

２月２０日 第９回幹事会 館林市文化会館３号室 

４月２６日 第１０回幹事会 板倉町中央公民館第１会議室 

５月３１日 第１１回幹事会 板倉町役場議場 

７月 ５日 第１２回幹事会 館林市役所５０１Ｂ会議室 

８月１８日 第１３回幹事会 館林市役所５０２会議室 

９月２７日 第１４回幹事会 板倉町中央公民館第１会議室 

１０月３１日 第１５回幹事会 館林市役所５０１Ａ会議室 

１２月２１日 第１６回幹事会 板倉町役場議場 

平成３０年 １月３０日 第１７回幹事会 館林市役所５０１会議室 

２月２２日 第１８回幹事会 板倉町役場議場 

４月１９日 第１９回幹事会 板倉町役場議場 

５月３０日 第２０回幹事会 館林市役所３０１会議室 

７月 ５日 第２１回幹事会 板倉町役場議場 

１１月２９日 第２２回幹事会 館林市役所５０１Ａ会議室 

平成３１年 ２月２０日 第２３回幹事会 板倉町役場中会議室２ 
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６ 専門部会の開催状況 

専門部会 期日 会議名 会場 

政策企画部会 

平成２８年 ６月２９日 第１回専門部会 板倉町役場議場 

平成２９年 １月２６日 第２回専門部会 板倉町役場第二庁舎会議室 

３月２１日 第３回専門部会 館林市役所５０１Ａ会議室 

１１月１６日 第４回専門部会 板倉町役場第二庁舎会議室 

総務部会 

平成２８年 ６月２９日 第１回専門部会 板倉町役場議場 

１０月２８日 第２回専門部会 館林市役所５０５会議室 

平成２９年 １月２７日 第３回専門部会 板倉町役場第二庁舎会議室 

１１月１４日 第４回専門部会 板倉町役場第二庁舎会議室 

市民環境部会 

平成２８年 ６月２９日 第１回専門部会 板倉町役場議場 

平成２９年 １月２０日 第２回専門部会 板倉町役場第二庁舎会議室 

１１月 ９日 第３回専門部会 館林市役所４０１会議室 

保健福祉部会 

平成２８年 ６月２９日 第１回専門部会 板倉町役場議場 

１１月１６日 第２回専門部会 館林市役所５０１Ｂ会議室 

平成２９年１１月１６日 第３回専門部会 板倉町役場第二庁舎会議室 

経済部会 

平成２８年 ６月２８日 第１回専門部会 板倉町役場議場 

１２月２６日 第２回専門部会 館林市役所５０２会議室 

平成２９年１１月１３日 第３回専門部会 館林市役所５０３会議室 

都市建設部会 

平成２８年 ６月２７日 第１回専門部会 板倉町役場議場 

平成２９年 １月１３日 第２回専門部会 館林市役所４０１会議室 

１１月２１日 第３回専門部会 板倉町役場第二庁舎会議室 

議会・監査部会 
平成２８年 ６月２７日 第１回専門部会 板倉町役場議場 

平成２９年１１月１４日 第２回専門部会 板倉町役場第二庁舎会議室 

教育部会 

平成２８年 ６月２８日 第１回専門部会 板倉町役場議場 

１０月２７日 第２回専門部会 館林市役所５０５会議室 

平成２９年１１月１５日 第３回専門部会 館林市役所５０３会議室 
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７ 新市基本計画の策定状況 

⑴ 策定方針 

第２回合併協議会において審議決定 

⑵ 計画骨子 

第３回合併協議会において審議決定 

 

 

８ 広聴広報事業 

⑴ ホームページで公開した合併協議会に対するお問合せと回答    

年度 件数 内訳 

平成２８年度 １５ 
メール：１２件、電話３件 

館林市民： ７名、板倉町民：１名、その他：７名 

平成２９年度 １３ 
メール：１２件、手紙１件 

館林市民：１１名、板倉町民：０名、その他：２名 

平成３０年度 ７ 
メール：７件 

館林市民：５名、板倉町民：０名、その他：２名 

 

⑵ ホームページの開設期間と閲覧件数 

ア 合併協議会ホームページ開設期間 

平成２８年７月２８日から平成３１年２月２８日まで 

イ アクセス件数 

開設日から平成２９年３月３１日まで：２４，３６０件 

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで：３０，２４０件 

平成３０年４月１日から閉鎖日まで：３３，５００件 

合計：８８，１００件 
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⑶ 合併協議会だよりの発行 

名称 発行日 内容 発行部数 

創刊号 平成２８年 ９月１日 第１回合併協議会の結果 

各号３４，０００部発行 

（両市町全世帯へ配布

並びに各公共施設等へ

配置） 

第２号 平成２８年１０月１日 第２回合併協議会の結果 

第３号 平成２９年 １月１日 第３回合併協議会の結果 

第４号 平成２９年 ７月１日 第４回合併協議会の結果 

第５号 平成２９年 ８月１日 第５回合併協議会の結果 

第６号 平成２９年 ９月１日 第６回合併協議会の結果 

第７号 平成２９年１０月１日 第７回合併協議会の結果 

第８号 平成２９年１２月１日 第８回合併協議会の結果 

第９号 平成３０年 １月１日 第９回合併協議会の結果 

第１０号 平成３０年 ３月１日 第１０回合併協議会の結果 

第１１号 平成３０年 ４月１日 第１１回合併協議会の結果 

第１２号 平成３０年 ７月１日 第１２回合併協議会の結果 

第１３号 平成３０年 ９月１日 第１３回合併協議会の結果 

第１４号 平成３１年 ２月１日 第１４回合併協議会の結果 

第１５号 平成３１年 ３月１日 第１５回合併協議会の結果 

 

⑷ 出前講座の開催 

館林市と板倉町の合併についての理解と周知を図るため、両市町に在住、

在勤、在学する者で構成される組織や団体、グループを対象に、平成２９年

度から合併協議会事務局による出前講座を実施 

年度 件数 

平成２９年度 １件 

平成３０年度 １件 
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９ 合併協議会に要した費用 

⑴ 平成２８年度                    （単位：円） 

歳入 

項目 金額 説明 

負担金※ 
１０，７９８，０００ 

 

館林市 ５，７４８，０００ 

板倉町 ５，０５０，０００ 

諸収入 ９７ 預金利子 

県補助金 １，１００，０００ 群馬県市町村合併協議会支援補助金 

合計 １１，８９８，０９７  

 

歳出 

項目 金額 説明 

運営費 

会議費 ４８５，６９１ 
委員報酬、会議録作成業務委託

料、会場使用料等 

事務費 ３３９，０１７ 
消耗品費、通信運搬費、機器備

品等賃借料等 

事業費 事業推進費 ９，９３６，０００ 

合併協議会だより印刷製本費、

ホームページ作成・更新業務委

託料、新市基本計画策定業務委

託料、電算システム一元化調整

業務委託料 

予備費 予備費 ０  

合計 １０，７６０，７０８  

差し引き１，１３７，３８９円を翌年度へ繰越 

 

※市町の負担割合 

均等割５０％＋世帯割注１ 

注１ 合併協議会だよりのみ平成 27 年国勢調査速報値に基づく世帯割 

館林市 30,205 世帯【84.9％】 

板倉町  5,355 世帯【15.1％】 
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⑵ 平成２９年度                    （単位：円） 

歳入 

項目 金額 説明 

負担金 
６，３０４，０００ 

 

館林市 ４，２００，０００ 

板倉町 ２，１０４，０００ 

諸収入 ３３ 預金利子 

県補助金 ３，５００，０００ 群馬県市町村合併協議会支援補助金 

繰越金 １，１３７，３８９ 繰越金 

合計 １０，９４１，４２２  

 

歳出 

項目 金額 説明 

運営費 

会議費 １，１１９，４２３ 
委員報酬、会議録作成業務委託

料、会場使用料等 

事務費 ２４５，１７６ 
消耗品費、通信運搬費、機器備

品等賃借料等 

事業費 事業推進費 ５，７０５，８５６ 

合併協議会だより印刷製本費、

ホームページ作成・更新業務委

託料 

予備費 予備費 ０  

合計 ７，０７０，４５５  

差し引き３，８７０，９６７円を翌年度へ繰越 
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⑶ 平成３０年度                    （単位：円） 

歳入 

項目 金額 説明 

負担金 
３，２２７，０００ 館林市 ２，１００，０００ 

板倉町 １，１２７，０００ 

諸収入 ４５ 預金利子 

県補助金 ４００，０００ 群馬県市町村合併協議会支援補助金 

繰越金 ３，８７０，９６７ 繰越金 

合計 ７，４９８，０１２  

 

歳出 

項目 金額 説明 

運営費 

会議費 ５５９，３３８ 
委員報酬、会議録作成業務委託

料、会場使用料等 

事務費 ６７，１０８ 
消耗品費、通信運搬費、機器備

品等賃借料等 

事業費 事業推進費 １，８８６，９７６ 

合併協議会だより印刷製本費、

ホームページ作成・更新業務委

託料 

予備費 予備費 ０  

合計 ２，５１３，４２２  

 

差し引き４，９８４，５９０円に、口座解約に伴う解約利息２円を加えた 

４，９８４，５９２円を両市町へ返還 

（館林市：２，７７６，９５８円、板倉町２，２０７，６３４円） 
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１０ 両市町議会の主な取り組み 

⑴ 合併協議会設置の議決 

平成２８年４月１５日館林市議会議決（賛成：１６、反対：３） 

平成２８年４月２１日板倉町議会議決（賛成： ８、反対：３） 

 

⑵ 特別委員会の設置 

館林市議会では、平成２８年６月２３日に合併調査特別委員会を設置し、

１５回の会議を開催した。 

・平成３０年１月３０日、栃木市へ行政視察を実施。 

・平成３０年第３回定例会において、委員長より「合併調査特別委員会中

間報告書」が報告された。 

 

 

１１ 群馬県との連携 

⑴ 群馬県市町村合併協議会支援補助金 

年度 交付金額 

平成２８年度 １，１００，０００円 

平成２９年度 ３，５００，０００円 

平成３０年度 ４００，０００円 

合計 ５，０００，０００円 

※補助率 

補助対象経費の２分の１以内（限度額５００万円） 

 

⑵ 助言 

各種手続き等についての助言を受けた。 

 

⑶ 講演会の開催 

群馬県総務部市町村課長布施正明様を講師に招き、第５回合併協議会に

おいて講演会（演題：『市町村合併について』）を開催。 
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１
２

 
合
併
協
議
経
過
状
況

 

年
 月

 日
 

内
 
 
容

 

平
成
２
７
年

 

11
月

10
日
 

合
併
協
議
会
設
置
請
求
代
表
者
（
板
倉
町
民
）
が
合
併
協
議
会
設
置
請
求
の
た
め
の
署
名
収
集
を
実
施
 

12
月

 
７
日
 

合
併
協
議
会
設
置
請
求
代
表
者
が
板
倉
町
選
挙
管
理
委
員
会
へ
収
集
し
た
署
名
簿
を
提
出

 

12
月

28
日
 

板
倉
町
選
挙
管
理
委
員
会
に
よ
る
署
名
簿
の
審
査
及
び
縦
覧
が
終
了
し
有
効
署
名
総
数
（
６
４
７
人
）
を
告
示
 

12
月

29
日
 

合
併
協
議
会
設
置
請
求
代
表
者
が
板
倉
町
長
へ
合
併
協
議
会
の
設
置
を
請
求
 

平
成
２
８
年
 

１
月

 
４
日
 

板
倉
町
長
が
館
林
市
長
へ
合
併
協
議
会
設
置
協
議
に
つ
い
て
、
館
林
市
議
会
に
付
議
す
る
か
し
な
い
か
を
意
見
照
会
 

３
月

 
１
日
 

館
林
市
長
が
板
倉
町
長
へ
合
併
協
議
会
設
置
協
議
に
つ
い
て
、
館
林
市
議
会
に
付
議
す
る
旨
を
回
答
 

４
月

15
日
 

館
林
市
議
会
に
お
い
て
平
成
２
８
年
第
１
回
臨
時
会
が
開
催
さ
れ
、
合
併
協
議
会
設
置
に
つ
い
て
可
決
 

４
月

21
日
 

板
倉
町
議
会
に
お
い
て
平
成
２
８
年
第
１
回
臨
時
会
が
開
催
さ
れ
、
合
併
協
議
会
設
置
に
つ
い
て
可
決
 

６
月

 
１
日
 

館
林
市
長
及
び
板
倉
町
長
に
よ
る
合
併
協
議
会
規
約
に
関
す
る
協
議
を
実
施
 

館
林
市
・
板
倉
町
合
併
協
議
会
が
設
立
 

６
月

 
６
日
 

群
馬
県
知
事
へ
館
林
市
・
板
倉
町
合
併
協
議
会
設
置
に
つ
い
て
届
出
 

６
月

21
日
 

第
１
回
幹
事
会

 

・
第
１
回
合
併
協
議
会
の
協
議
内
容
、
専
門
部
会
の
組
織
及
び
事
務
の
進
め
方
、
第
２
回
合
併
協
議
会
の
開
催
日
程
及
び
議
題
に
つ
い
て
協
議
 

６
月

27
日
 

第
１
回
専
門
部
会
（
都
市
建
設
部
会
、
議
会
・
監
査
部
会
）

 

・
部
会
長
及
び
副
部
会
長
の
選
出
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年
 月

 日
 

内
 
 
容

 

６
月

28
日
 
第
２
回
幹
事
会
（
文
書
幹
事
会
）

 

・
第
２
回
合
併
協
議
会
の
日
時
、
会
場
及
び
提
出
議
案
に
つ
い
て
協
議
 

６
月

28
日
 

第
１
回
専
門
部
会
（
経
済
部
会
、
教
育
部
会
）

 

・
部
会
長
及
び
副
部
会
長
の
選
出
 

６
月

29
日
 
第
１
回
専
門
部
会
（
政
策
企
画
部
会
、
総
務
部
会
、
市
民
環
境
部
会
、
保
健
福
祉
部
会
）

 

・
部
会
長
及
び
副
部
会
長
の
選
出
 

７
月

15
日
 
第
１
回
合
併
協
議
会
（
館
林
市
文
化
会
館
３
号
室
）

 

・
８
件
の
報
告
事
項
、
５
議
案
の
審
議
事
項
に
つ
い
て
協
議

 

【
協
議
会
で
可
決
・
承
認
さ
れ
た
も
の
】
 

・
館
林
市
・
板
倉
町
合
併
協
議
会
会
議
運
営
規
程
に
つ
い
て

 

・
館
林
市
・
板
倉
町
合
併
協
議
会
委
員
等
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
規
程
に
つ
い
て
 

・
平
成
２
８
年
度
館
林
市
・
板
倉
町
合
併
協
議
会
事
業
計
画
に
つ
い
て
 

・
平
成
２
８
年
度
館
林
市
・
板
倉
町
合
併
協
議
会
予
算
に
つ
い
て
 

・
合
併
協
定
項
目
及
び
合
併
協
定
項
目
の
調
整
方
針
に
つ
い
て
 

８
月

 
５
日
 
第
３
回
幹
事
会

 

・
第
２
回
合
併
協
議
会
の
協
議
内
容
、
第
３
回
合
併
協
議
会
の
開
催
日
程
及
び
議
題
に
つ
い
て
協
議
 

９
月

 
２
日
 
第
２
回
合
併
協
議
会
（
館
林
市
文
化
会
館
小
ホ
ー
ル
）

 

・
１
議
案
の
審
議
事
項
、
８
議
案
の
協
議
事
項
に
つ
い
て
協
議
 

【
協
議
会
で
可
決
・
承
認
さ
れ
た
も
の
】
 

・
新
市
基
本
計
画
の
策
定
方
針
に
つ
い
て
 

（
協
議
事
項
は
全
て
次
回
以
降
の
審
議
事
項
と
す
る
こ
と
を
了
承
）
 

10
月

 
５
日
 
第
４
回
幹
事
会
（
文
書
幹
事
会
）

 

・
第
３
回
合
併
協
議
会
の
日
時
、
会
場
及
び
提
出
議
案
に
つ
い
て
協
議
 

 
 

31



年
 月

 日
 

内
 
 
容

 

10
月

27
日
 
第
２
回
専
門
部
会
（
教
育
部
会
）

 

・
各
種
事
務
事
業
（
Ａ
ラ
ン
ク
事
務
事
業
）
の
調
整
方
針
に
つ
い
て
協
議
 

10
月

28
日
 
第
２
回
専
門
部
会
（
総
務
部
会
）

 

・
各
種
事
務
事
業
（
Ａ
ラ
ン
ク
事
務
事
業
）
の
調
整
方
針
に
つ
い
て
協
議
 

11
月

 
９
日
 
第
５
回
幹
事
会

 

・
第
３
回
合
併
協
議
会
の
協
議
内
容
、
第
４
回
合
併
協
議
会
の
開
催
日
程
に
つ
い
て
協
議

 

11
月

16
日
 
第
２
回
専
門
部
会
（
保
健
福
祉
部
会
）

 

・
各
種
事
務
事
業
（
Ａ
ラ
ン
ク
事
務
事
業
）
の
調
整
方
針
に
つ
い
て
協
議
 

11
月

28
日
 

第
３
回
合
併
協
議
会
（
板
倉
町
中
央
公
民
館
大
ホ
ー
ル
）
 

・
１
件
の
報
告
事
項
、
２
議
案
の
審
議
事
項
、
２
議
案
の
協
議
事
項
に
つ
い
て
協
議
 

【
協
議
会
で
可
決
・
承
認
さ
れ
た
も
の
】
 

・
新
市
基
本
計
画
の
骨
子
に
つ
い
て
 

・「
合
併
の
方
式
」
に
つ
い
て
は
継
続
審
議
 

（
協
議
事
項
は
全
て
次
回
の
審
議
事
項
と
す
る
こ
と
を
了
承
）
 

12
月

13
日
 

第
６
回
幹
事
会

 

・
合
併
協
定
項
目
の
調
整
内
容
、
第
４
回
合
併
協
議
会
の
議
題
及
び
今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て
協
議
 

12
月

26
日
 

第
２
回
専
門
部
会
（
経
済
部
会
）

 

・
各
種
事
務
事
業
（
Ａ
ラ
ン
ク
事
務
事
業
）
の
調
整
方
針
に
つ
い
て
協
議
 

平
成
２
９
年
 

１
月

13
日
 

第
７
回
幹
事
会

 

・
合
併
協
定
項
目
の
調
整
内
容
、
第
４
回
合
併
協
議
会
の
開
催
日
程
及
び
議
題
に
つ
い
て
協
議
 

１
月

13
日
 

第
２
回
専
門
部
会
（
都
市
建
設
部
会
）

 

・
各
種
事
務
事
業
（
Ａ
ラ
ン
ク
事
務
事
業
）
の
調
整
方
針
に
つ
い
て
協
議
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年
 月

 日
 

内
 
 
容

 

１
月

20
日
 

第
２
回
専
門
部
会
（
市
民
環
境
部
会
）

 

・
各
種
事
務
事
業
（
Ａ
ラ
ン
ク
事
務
事
業
）
の
調
整
方
針
に
つ
い
て
協
議
 

１
月

26
日
 

第
２
回
専
門
部
会
（
政
策
企
画
部
会
）

 

・
各
種
事
務
事
業
（
Ａ
ラ
ン
ク
事
務
事
業
）
の
調
整
方
針
に
つ
い
て
協
議
 

１
月

27
日
 

第
３
回
専
門
部
会
（
総
務
部
会
）

 

・
各
種
事
務
事
業
（
Ａ
ラ
ン
ク
事
務
事
業
）
の
調
整
方
針
に
つ
い
て
協
議
 

２
月

 
９
日
 

第
８
回
幹
事
会

 

・
合
併
協
定
項
目
の
調
整
内
容
に
つ
い
て
協
議
 

２
月

20
日
 

第
９
回
幹
事
会

 

・
合
併
協
定
項
目
の
調
整
内
容
、
協
議
事
項
の
一
部
修
正
に
つ
い
て
協
議
 

３
月

21
日
 

第
３
回
専
門
部
会
（
政
策
企
画
部
会
）

 

・
各
種
事
務
事
業
（
Ａ
ラ
ン
ク
事
務
事
業
）
の
調
整
方
針
に
つ
い
て
協
議
 

４
月

26
日
 

第
１
０
回
幹
事
会

 

・
第
４
回
合
併
協
議
会
の
開
催
日
程
、
会
場
及
び
提
出
議
案
に
つ
い
て
協
議
 

５
月

22
日
 

第
４
回
合
併
協
議
会
（
板
倉
町
中
央
公
民
館
大
ホ
ー
ル
）

 

・
６
件
の
報
告
事
項
、
４
議
案
の
審
議
事
項
、
３
議
案
の
協
議
事
項
に
つ
い
て
協
議
 

【
協
議
会
で
可
決
・
承
認
さ
れ
た
も
の
】
 

・
消
防
防
災
関
係
事
業
 

１
 
地
域
防
災
計
画
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
は
現
行
の
と
お
り
と
し
、
合
併
後
に
統
合
す
る
。
 

２
 
災
害
対
策
本
部
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
再
編
す
る
。

 

３
 
防
災
情
報
設
備
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
館
林
市
の
例
に
よ
り
統
合
す
る
。
 

４
 
避
難
所
対
策
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
新
市
に
お
い
て
継
続
す
る
。
 

５
 
災
害
時
に
お
け
る
応
援
協
定
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
新
市
に
お
い
て
継
続
す
る
。
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年
 月

 日
 

内
 
 
容

 

 
・
交
通
関
係
事
業
 

１
 
交
通
安
全
計
画
に
つ
い
て
は
、
館
林
市
の
例
に
よ
り
合
併
時
に
統
合
す
る
。
 

２
 
交
通
指
導
に
つ
い
て
は
、
館
林
市
の
例
に
よ
り
合
併
時
に
統
合
す
る
。
 

３
 
広
域
公
共
路
線
バ
ス
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
と
す
る
。
 

・
平
成
２
９
年
度
館
林
市
・
板
倉
町
合
併
協
議
会
事
業
計
画
に
つ
い
て
 

・「
合
併
の
方
式
」
に
つ
い
て
は
継
続
審
議
 

（
協
議
事
項
は
全
て
次
回
の
審
議
事
項
と
す
る
こ
と
を
了
承
）
 

５
月

31
日
 

第
１
１
回
幹
事
会

 

・
合
併
協
定
項
目
の
調
整
内
容
、
第
５
回
合
併
協
議
会
の
提
出
議
案
及
び
講
演
会
の
開
催
に
つ
い
て
協
議
 

６
月

26
日
 

第
５
回
合
併
協
議
会
（
館
林
市
文
化
会
館
小
ホ
ー
ル
）

 

・
市
町
村
合
併
に
つ
い
て
の
講
演
会
（
講
師
：
群
馬
県
総
務
部
市
町
村
課
長
 
布
施
正
明
様
）
 

・
１
件
の
報
告
事
項
、
３
議
案
の
審
議
事
項
、
２
議
案
の
協
議
事
項
に
つ
い
て
協
議
 

【
協
議
会
で
可
決
・
承
認
さ
れ
た
も
の
】
 

・
介
護
保
険
事
業
の
取
扱
い
 

 
 
１
 
介
護
保
険
事
業
計
画
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
は
現
行
の
と
お
り
と
し
、
合
併
後
に
再
編
す
る
。
 

 
 
２
 
介
護
保
険
料
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
は
現
行
の
と
お
り
と
し
、
合
併
後
に
再
編
す
る
。
 

 
 
３
 
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
は
現
行
の
と
お
り
と
し
、
合
併
後
に
再
編
す
る
。
 

・
障
が
い
者
福
祉
事
業
 

 
 
１
 
障
害
者
総
合
支
援
法
に
関
係
す
る
事
業
に
つ
い
て
は
、
事
業
内
容
が
す
べ
て
同
一
の
事
業
は
、
現
行
の
と
お
り
新
市
に
お
い
て
継
続
す
る
。
た
だ

し
、
事
業
内
容
が
異
な
る
事
業
に
つ
い
て
は
、
館
林
市
の
例
に
よ
り
合
併
時
に
統
合
し
、
入
浴
サ
ー
ビ
ス
事
業
及
び
日
中
一
時
支
援
事
業
に
つ
い
て

は
、
合
併
時
に
再
編
す
る
。
 

 
２
 
市
町
が
独
自
に
行
う
事
業
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

 
 
 
(１

) 
福
祉
タ
ク
シ
ー
料
金
支
援
事
業
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
再
編
す
る
。
 

 
 
 
(２

) 
心
身
障
が
い
者
就
職
祝
金
支
給
事
業
に
つ
い
て
は
、
館
林
市
の
例
に
よ
り
合
併
時
に
統
合
す
る
。
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年
 月

 日
 

内
 
 
容

 

 
 

 
 
(３

) 
特
定
疾
患
患
者
等
見
舞
金
支
給
事
業
に
つ
い
て
は
、
館
林
市
の
例
に
よ
り
合
併
時
に
統
合
す
る
。
 

 
 
 
(４

) 
身
体
障
が
い
者
自
立
更
生
奨
励
金
支
給
事
業
に
つ
い
て
は
、
館
林
市
の
例
に
よ
り
合
併
時
に
統
合
す
る
。
 

 
 
 
(５

) 
在
宅
重
度
障
が
い
者
介
護
慰
労
金
支
給
事
業
に
つ
い
て
は
、
館
林
市
の
例
に
よ
り
合
併
時
に
統
合
す
る
。
 

・
高
齢
者
福
祉
事
業
 

 
１
 
敬
老
祝
金
・
特
別
慶
祝
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

 
(１

) 
敬
老
祝
金
に
つ
い
て
は
、
館
林
市
の
例
に
よ
り
合
併
時
に
統
合
す
る
。
 

 
 

(２
) 

特
別
慶
祝
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
再
編
す
る
。
た
だ
し
、
卒
寿
慶
祝
訪
問
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
廃
止
す
る
。
 

２
 
敬
老
事
業
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
廃
止
す
る
。
 

３
 
高
齢
者
福
祉
計
画
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
は
現
行
の
と
お
り
と
し
、
合
併
後
に
再
編
す
る
。
 

（
協
議
事
項
は
全
て
次
回
の
審
議
事
項
と
す
る
こ
と
を
了
承
）
 

７
月

 
５
日
 

第
１
２
回
幹
事
会

 

・
合
併
協
定
項
目
の
調
整
内
容
、
第
６
回
合
併
協
議
会
の
提
出
議
案
に
つ
い
て
協
議
 

７
月

28
日
 

第
６
回
合
併
協
議
会
（
板
倉
町
中
央
公
民
館
大
ホ
ー
ル
）

 

・
１
件
の
報
告
事
項
、
３
議
案
の
審
議
事
項
、
３
議
案
の
協
議
事
項
に
つ
い
て
協
議
 

【
協
議
会
で
可
決
・
承
認
さ
れ
た
も
の
】
 

・
国
民
健
康
保
険
事
業
の
取
扱
い
 

 
 
１
 
国
民
健
康
保
険
税
の
賦
課
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

 
 
 
(１

) 
税
率
に
つ
い
て
は
、
合
併
年
度
及
び
こ
れ
に
続
く
５
年
度
以
内
は
不
均
一
課
税
と
し
、
そ
の
後
、
再
編
す
る
。
 

 
 
 
(２

) 
納
期
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
新
市
に
お
い
て
継
続
す
る
。
 

 
 
 
(３

) 
軽
減
制
度
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
新
市
に
お
い
て
継
続
す
る
。
 

 
 
 
(４

) 
減
免
制
度
に
つ
い
て
は
、
館
林
市
の
例
に
よ
り
合
併
時
に
統
合
す
る
。
 

２
 
特
定
健
康
診
査
・
特
定
保
健
指
導
に
つ
い
て
は
、
館
林
市
の
例
に
よ
り
合
併
時
に
統
合
す
る
。
た
だ
し
、
自
己
負
担
額
に
つ
い
て
は
、
板
倉
町
の

例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
 

・「
合
併
の
方
式
」
及
び
「
保
健
衛
生
事
業
」
に
つ
い
て
は
継
続
審
議
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年
 月

 日
 

内
 
 
容

 

 
（
協
議
事
項
は
全
て
次
回
以
降
の
審
議
事
項
と
す
る
こ
と
を
了
承
）

 

８
月

18
日
 

第
１
３
回
幹
事
会

 

・
第
７
回
合
併
協
議
会
の
開
催
日
程
、
会
場
及
び
提
出
議
案
に
つ
い
て
協
議
 

８
月

30
日
 

第
７
回
合
併
協
議
会
（
館
林
市
文
化
会
館
小
ホ
ー
ル
）

 

・
３
議
案
の
審
議
事
項
、
６
議
案
の
協
議
事
項
に
つ
い
て
協
議
 

【
協
議
会
で
可
決
・
承
認
さ
れ
た
も
の
】
 

・
児
童
福
祉
事
業
 

 
 
１
 
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
は
現
行
の
と
お
り
と
し
、
合
併
後
に
再
編
す
る
。

 

 
 
２
 
家
庭
児
童
相
談
、
婦
人
相
談
及
び
母
子
・
父
子
自
立
支
援
相
談
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
再
編
す
る
。
 

 
 
３
 
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
業
に
つ
い
て
は
、
館
林
市
の
例
に
よ
り
合
併
時
に
統
合
す
る
。
 

 
 
４
 
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
新
市
に
お
い
て
継
続
す
る
。
 

 
 
５
 
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
新
市
に
お
い
て
継
続
す
る
。
た
だ
し
、
保
育
料
軽
減
補
助
に
つ
い
て
は
、
館
林
市
の

例
に
よ
り
合
併
時
に
統
合
す
る
。
 

６
 
児
童
館
運
営
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
再
編
す
る
。
 

・
保
育
事
業
 

１
 
公
立
保
育
園
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
新
市
に
お
い
て
継
続
す
る
。
た
だ
し
、
板
倉
町
の
土
曜
日
の
開
園
時
間
に
つ
い
て
は
、
午
前
７
時
３

０
分
か
ら
午
後
７
時
３
０
分
ま
で
と
す
る
。
 

２
 
子
ど
も
の
た
め
の
教
育
・
保
育
給
付
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
新
市
に
お
い
て
継
続
す
る
。
 

３
 
支
給
認
定
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
再
編
す
る
。
 

４
 
利
用
者
負
担
額
（
保
育
料
）
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

 
 
 
(１

) 
保
育
料
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
再
編
す
る
。
 

 
 
 
(２

) 
軽
減
制
度
に
つ
い
て
は
、
館
林
市
の
例
に
よ
り
合
併
時
に
統
合
す
る
。
 

・
生
活
保
護
事
業
 

生
活
保
護
事
業
に
つ
い
て
は
、
館
林
市
の
例
に
よ
り
合
併
時
に
統
合
す
る
。
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年
 月

 日
 

内
 
 
容

 

 
 
（
協
議
事
項
は
全
て
次
回
以
降
の
審
議
事
項
と
す
る
こ
と
を
了
承
）

 

９
月

27
日
 

第
１
４
回
幹
事
会

 

・
合
併
協
定
項
目
の
調
整
内
容
、
第
８
回
合
併
協
議
会
の
提
出
議
案
、
継
続
審
議
事
項
の
保
健
衛
生
事
業
に
つ
い
て
協
議
 

10
月

17
日
 
第
８
回
合
併
協
議
会
（
館
林
市
文
化
会
館
小
ホ
ー
ル
）

 

・
８
議
案
の
審
議
事
項
、
４
議
案
の
協
議
事
項
に
つ
い
て
協
議
 

【
協
議
会
で
可
決
・
承
認
さ
れ
た
も
の
】
 

・
合
併
の
方
式
 

両
市
町
の
合
併
は
、
邑
楽
郡
板
倉
町
を
廃
し
、
そ
の
区
域
を
館
林
市
に
編
入
す
る
「
編
入
合
併
」
と
す
る
。
 

・
消
防
団
の
取
扱
い
 

消
防
団
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
１
つ
の
消
防
団
と
し
て
統
合
す
る
。
た
だ
し
、
地
域
に
密
着
し
た
消
防
団
活
動
の
特
性
を
保
持
す
る
た
め
、
役
員

構
成
に
つ
い
て
は
、
合
併
後
に
速
や
か
に
再
編
す
る
。
 

・
農
林
水
産
関
係
事
業
 

１
 
農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
は
現
行
の
と
お
り
と
し
、
合
併
後
に
再
編
す
る
。
 

２
 
農
業
経
営
基
盤
の
強
化
の
促
進
に
関
す
る
基
本
的
な
構
想
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
は
現
行
の
と
お
り
と
し
、
合
併
後
に
再
編
す
る
。
 

３
 
農
地
転
用
許
可
に
つ
い
て
は
、
館
林
市
の
例
に
よ
り
合
併
時
に
統
合
す
る
。
 

・
商
工
・
観
光
関
係
事
業
 

１
 
新
規
団
地
開
発
の
推
進
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
新
市
に
お
い
て
継
続
す
る
。

 

２
 
板
倉
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
新
市
に
お
い
て
継
続
す
る
。
 

３
 
板
倉
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
の
産
業
施
設
及
び
商
業
施
設
の
誘
致
促
進
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
新
市
に
お
い
て
継
続
す
る
。
 

 
 
４
 
中
小
企
業
融
資
制
度
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

(１
) 

資
金
融
資
に
つ
い
て
は
、
館
林
市
の
例
に
よ
り
合
併
時
に
統
合
す
る
。
た
だ
し
、
小
企
業
者
緊
急
経
営
資
金
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
廃
止

す
る
。
 

(２
) 

利
子
補
給
金
に
つ
い
て
は
、
館
林
市
の
例
に
よ
り
合
併
時
に
統
合
す
る
。
 

５
 
観
光
行
事
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
新
市
に
お
い
て
継
続
し
、
必
要
に
応
じ
て
合
併
後
に
再
編
す
る
。
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年
 月

 日
 

内
 
 
容

 

 
・
勤
労
者
・
消
費
者
関
連
事
業

 

１
 
雇
用
奨
励
金
に
つ
い
て
は
、
館
林
市
の
例
に
よ
り
合
併
時
に
統
合
す
る
。
 

２
 
勤
労
者
資
金
融
資
制
度
に
つ
い
て
は
、
館
林
市
の
例
に
よ
り
合
併
時
に
統
合
す
る
。

 

３
 
消
費
生
活
相
談
に
つ
い
て
は
、
館
林
市
の
例
に
よ
り
合
併
時
に
統
合
す
る
。
 

・
建
設
関
係
事
業
 

１
 
都
市
計
画
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

(１
) 

都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
は
現
行
の
と
お
り
と
し
、
合
併
後
に
再
編
す
る
。
 

(２
) 

広
域
的
な
立
地
適
正
化
の
方
針
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
と
す
る
。
 

２
 
開
発
許
可
等
に
関
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
館
林
市
の
例
に
よ
り
合
併
時
に
統
合
す
る
。
 

３
 
景
観
計
画
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
は
現
行
の
と
お
り
と
し
、
合
併
後
に
再
編
す
る
。

 

４
 
耐
震
改
修
促
進
計
画
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
は
現
行
の
と
お
り
と
し
、
合
併
後
に
再
編
す
る
。
 

・
下
水
道
事
業
 

１
 
下
水
道
全
体
計
画
・
事
業
計
画
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
は
現
行
の
と
お
り
と
し
、
合
併
後
に
再
編
す
る
。
 

・
平
成
２
８
年
度
館
林
市
・
板
倉
町
合
併
協
議
会
歳
入
歳
出
決
算
に
つ
い
て
 

（
協
議
事
項
は
全
て
次
回
以
降
の
審
議
事
項
と
す
る
こ
と
を
了
承
）
 

10
月

31
日
 

第
１
５
回
幹
事
会

 

・
合
併
協
定
項
目
の
調
整
内
容
、
第
９
回
合
併
協
議
会
の
提
出
議
案
に
つ
い
て
協
議
 

11
月

 
９
日
 

第
３
回
専
門
部
会
（
市
民
環
境
部
会
）

 

・
合
併
協
定
項
目
（
Ａ
ラ
ン
ク
）
の
確
認
、
各
種
事
務
事
業
（
Ｂ
・
Ｃ
ラ
ン
ク
事
務
事
業
）
の
確
認
依
頼
に
つ
い
て
 

11
月

13
日
 

第
３
回
専
門
部
会
（
経
済
部
会
）

 

・
合
併
協
定
項
目
（
Ａ
ラ
ン
ク
）
の
確
認
及
び
各
種
事
務
事
業
（
Ｂ
・
Ｃ
ラ
ン
ク
事
務
事
業
）
の
確
認
依
頼
に
つ
い
て

 

11
月

14
日
 

第
４
回
専
門
部
会
（
総
務
部
会
）、

第
２
回
専
門
部
会
（
議
会
・
監
査
部
会
）
 

・
合
併
協
定
項
目
（
Ａ
ラ
ン
ク
）
の
確
認
及
び
各
種
事
務
事
業
（
Ｂ
・
Ｃ
ラ
ン
ク
事
務
事
業
）
の
確
認
依
頼
に
つ
い
て
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年
 月

 日
 

内
 
 
容

 

11
月

15
日
 

第
３
回
専
門
部
会
（
教
育
部
会
）

 

・
合
併
協
定
項
目
（
Ａ
ラ
ン
ク
）
の
確
認
及
び
各
種
事
務
事
業
（
Ｂ
・
Ｃ
ラ
ン
ク
事
務
事
業
）
の
確
認
依
頼
に
つ
い
て

 

11
月

16
日
 

第
４
回
専
門
部
会
（
政
策
企
画
部
会
）、

第
３
回
専
門
部
会
（
保
健
福
祉
部
会
）

 

・
合
併
協
定
項
目
（
Ａ
ラ
ン
ク
）
の
確
認
及
び
各
種
事
務
事
業
（
Ｂ
・
Ｃ
ラ
ン
ク
事
務
事
業
）
の
確
認
依
頼
に
つ
い
て

 

11
月

21
日
 

第
３
回
専
門
部
会
（
都
市
建
設
部
会
）

 

・
合
併
協
定
項
目
（
Ａ
ラ
ン
ク
）
の
確
認
及
び
各
種
事
務
事
業
（
Ｂ
・
Ｃ
ラ
ン
ク
事
務
事
業
）
の
確
認
依
頼
に
つ
い
て

 

11
月

24
日
 

第
９
回
合
併
協
議
会
（
板
倉
町
中
央
公
民
館
大
ホ
ー
ル
）

 

・
４
議
案
の
審
議
事
項
、
８
議
案
の
協
議
事
項
に
つ
い
て
協
議
 

【
協
議
会
で
可
決
・
承
認
さ
れ
た
も
の
】
 

・
国
内
・
国
際
交
流
事
業
 

１
 
国
内
交
流
事
業
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
新
市
に
お
い
て
継
続
す
る
。
 

２
 
国
際
交
流
事
業
に
つ
い
て
は
、
館
林
市
の
例
に
よ
り
合
併
時
に
統
合
す
る
。
 

・
人
権
推
進
事
業
 

１
 
人
権
啓
発
事
業
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
は
現
行
の
と
お
り
と
し
、
合
併
後
に
再
編
す
る
。
 

２
 
人
権
教
育
の
推
進
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
は
現
行
の
と
お
り
と
し
、
合
併
後
に
再
編
す
る
。
 

・
ご
み
収
集
運
搬
業
務
事
業
 

１
 
ご
み
収
集
運
搬
に
関
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
館
林
市
の
例
に
よ
り
合
併
時
に
統
合
す
る
。
 

２
 
一
般
廃
棄
物
処
理
計
画
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

(１
) 

一
般
廃
棄
物
処
理
基
本
計
画
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
は
現
行
の
と
お
り
と
し
、
合
併
後
に
再
編
す
る
。
 

(２
) 

一
般
廃
棄
物
処
理
実
施
計
画
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
再
編
す
る
。
 

３
 
ご
み
減
量
化
器
具
購
入
費
補
助
金
に
つ
い
て
は
、
館
林
市
の
例
に
よ
り
合
併
時
に
統
合
す
る
。
 

・
環
境
対
策
事
業
 

１
 
環
境
基
本
計
画
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
は
現
行
の
と
お
り
と
し
、
合
併
後
に
再
編
す
る
。
 

２
 
環
境
美
化
事
業
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
は
現
行
の
と
お
り
と
し
、
合
併
後
に
再
編
す
る
。
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年
 月

 日
 

内
 
 
容

 

 
３

 
斎
場
に
つ
い
て
は
、
館
林
市
の
例
に
よ
り
合
併
時
に
統
合
す
る
。
 

 
 
４
 
渡
瀬
遊
水
地
の
保
全
及
び
利
活
用
に
関
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
板
倉
町
の
例
に
よ
り
合
併
時
に
統
合
す
る
。
 

（
協
議
事
項
は
全
て
次
回
以
降
の
審
議
事
項
と
す
る
こ
と
を
了
承
）

 

12
月

21
日
 

第
１
６
回
幹
事
会

 

・
合
併
協
定
項
目
の
調
整
内
容
、
第
１
０
回
合
併
協
議
会
の
提
出
議
案
及
び
継
続
審
議
事
項
の
保
健
衛
生
事
業
に
つ
い
て
協
議
 

平
成
３
０
年
 

１
月

24
日
 

第
１
０
回
合
併
協
議
会
（
板
倉
町
中
央
公
民
館
大
ホ
ー
ル
）

 

・
７
議
案
の
審
議
事
項
、
５
議
案
の
協
議
事
項
に
つ
い
て
協
議
 

【
協
議
会
で
可
決
・
承
認
さ
れ
た
も
の
】
 

・
新
市
の
名
称
 

新
市
の
名
称
は
、「

館
林
市
」
と
す
る
。
 

・
新
市
の
事
務
所
の
位
置
 

新
市
の
事
務
所
の
位
置
は
、
館
林
市
城
町
１
番
１
号
と
す
る
。
 

な
お
、
現
在
の
館
林
市
及
び
現
在
建
築
中
の
板
倉
町
の
庁
舎
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
合
併
協
定
項
目
１
３
「
事
務
組
織
及
び
機
構
の
取
扱
い
」
に

お
い
て
改
め
て
協
議
す
る
。
 

・
電
算
シ
ス
テ
ム
事
業
 

電
算
シ
ス
テ
ム
事
業
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
統
合
す
る
。

 

・
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
振
興
事
業

 

１
 
文
化
財
の
保
護
と
管
理
に
関
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
再
編
す
る
。
た
だ
し
、
指
定
文
化
財
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
新
市
に
お

い
て
継
承
す
る
。
 

２
 
生
涯
ス
ポ
ー
ツ
振
興
計
画
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
は
現
行
の
と
お
り
と
し
、
合
併
後
に
再
編
す
る
。
 

・
生
涯
学
習
事
業
 

１
 
社
会
教
育
関
係
団
体
の
支
援
及
び
連
絡
調
整
に
つ
い
て
は
、
館
林
市
の
例
に
よ
り
合
併
時
に
統
合
す
る
。
 

２
 
成
人
式
に
つ
い
て
は
、
館
林
市
の
例
に
よ
り
合
併
時
に
統
合
す
る
。
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年
 月

 日
 

内
 
 
容

 

 
３

 
公
民
館
業
務
に
関
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
再
編
す
る
。
 

４
 
青
少
年
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
は
現
行
の
と
お
り
と
し
、
館
林
市
の
例
に
よ
り
合
併
後
に
統
合
す
る
。

 

・
男
女
共
同
参
画
事
業
 

１
 
男
女
共
同
参
画
基
本
計
画
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
は
現
行
の
と
お
り
と
し
、
合
併
後
に
再
編
す
る
。
 

２
 
男
女
共
同
参
画
事
業
に
つ
い
て
は
、
館
林
市
の
例
に
よ
り
合
併
時
に
統
合
す
る
。
 

・「
広
聴
広
報
関
係
事
業
」
に
つ
い
て
は
継
続
審
議
 

（
協
議
事
項
は
全
て
次
回
以
降
の
審
議
事
項
と
す
る
こ
と
を
了
承
）
 

１
月

30
日
 

第
１
７
回
幹
事
会

 

・
合
併
協
定
項
目
の
調
整
内
容
、
第
１
１
回
合
併
協
議
会
の
提
出
議
案
及
び
懸
案
事
項
（
保
健
衛
生
事
業
、
学
校
教
育
事
業
）
に
つ
い
て
協
議
 

２
月

19
日
 

第
１
１
回
合
併
協
議
会
（
館
林
市
文
化
会
館
小
ホ
ー
ル
）

 

・
５
議
案
の
審
議
事
項
、
４
議
案
の
協
議
事
項
に
つ
い
て
協
議
 

【
協
議
会
で
可
決
・
承
認
さ
れ
た
も
の
】
 

・
特
別
職
の
身
分
の
取
扱
い
 

１
 
板
倉
町
の
常
勤
特
別
職
（
教
育
長
を
含
む
。
）
、
行
政
委
員
会
及
び
行
政
委
員
に
つ
い
て
は
、
合
併
の
日
の
前
日
を
も
っ
て
失
職
す
る
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
議
会
議
員
及
び
農
業
委
員
会
に
つ
い
て
は
、
別
に
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
板
倉
町
の
附
属
機
関
等
の
委
員
及
び
そ
の
他
の
特
別
職
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
合
併
の
日
の
前
日
を
も
っ
て
失
職
す
る
も
の
と
す
る
が
、
新
市

に
お
い
て
も
引
き
続
き
設
置
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
館
林
市
の
制
度
と
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

・
条
例
、
規
則
等
の
取
扱
い
 

条
例
、
規
則
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
館
林
市
の
例
に
よ
り
合
併
時
に
統
合
す
る
。
た
だ
し
、
各
種
事
務
事
業
の
調
整
方
針
に
よ
り
、
関
係
す
る

条
例
及
び
規
則
等
に
つ
い
て
は
、
そ
の
調
整
結
果
を
踏
ま
え
て
改
正
等
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

・
納
税
関
係
事
業
 

１
 
コ
ン
ビ
ニ
納
付
に
つ
い
て
は
、
館
林
市
の
例
に
よ
り
合
併
時
に
統
合
す
る
。
 

２
 
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売
に
つ
い
て
は
、
館
林
市
の
例
に
よ
り
合
併
時
に
統
合
す
る
。

 

３
 
督
促
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
廃
止
す
る
。
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年
 月

 日
 

 
 

内
 
 
容

 

 
 
４
 
標
識
弁
償
金
に
つ
い
て
は
、
板
倉
町
の
例
に
よ
り
合
併
時
に
統
合
す
る
。
 

・
平
成
２
９
年
度
館
林
市
・
板
倉
町
合
併
協
議
会
補
正
予
算
（
第
１
号
）
に
つ
い
て
 

・「
財
産
及
び
債
務
の
取
扱
い
」
に
つ
い
て
は
継
続
審
議
 

（
協
議
事
項
は
「
一
般
職
の
職
員
の
身
分
の
取
扱
い
」
に
つ
い
て
継
続
協
議
、
そ
の
他
は
次
回
以
降
の
審
議
事
項
と
す
る
こ
と
を
了
承
）

 

２
月

22
日
 

第
１
８
回
幹
事
会

 

・
合
併
協
定
項
目
の
調
整
内
容
、
第
１
２
回
合
併
協
議
会
の
開
催
日
程
及
び
会
場
に
つ
い
て
協
議
 

４
月

19
日
 

第
１
９
回
幹
事
会

 

・
第
１
２
回
合
併
協
議
会
の
開
催
日
程
、
会
場
及
び
提
出
議
案
に
つ
い
て
協
議
 

５
月

18
日
 

第
１
２
回
合
併
協
議
会
（
板
倉
町
中
央
公
民
館
大
ホ
ー
ル
）

 

・
２
件
の
報
告
事
項
、
１
議
案
の
審
議
事
項
に
つ
い
て
協
議

 

・
合
併
に
伴
う
財
政
へ
の
影
響
額
と
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
調
整
に
つ
い
て
の
意
見
交
換
 

【
協
議
会
で
可
決
・
承
認
さ
れ
た
も
の
】
 

・
平
成
３
０
年
度
館
林
市
・
板
倉
町
合
併
協
議
会
事
業
計
画
に
つ
い
て
 

５
月

30
日
 

第
２
０
回
幹
事
会

 

・
第
１
２
回
合
併
協
議
会
の
委
員
意
見
の
概
要
、
第
１
３
回
合
併
協
議
会
へ
の
提
出
資
料
及
び
対
応
に
つ
い
て
協
議
 

７
月

 
５
日
 

第
２
１
回
幹
事
会

 

・
第
１
３
回
合
併
協
議
会
の
提
出
議
案
に
つ
い
て
協
議
 

7
月

27
日
 

第
１
３
回
合
併
協
議
会
（
板
倉
町
中
央
公
民
館
大
ホ
ー
ル
）

 

・
１
件
の
報
告
事
項
、
第
１
２
回
合
併
協
議
会
に
お
い
て
要
望
が
あ
っ
た
追
加
資
料
等
に
つ
い
て
の
説
明
及
び
意
見
交
換
 

11
月

29
日
 

第
２
２
回
幹
事
会

 

・
第
１
４
回
合
併
協
議
会
の
提
出
議
案
に
つ
い
て
協
議
 

12
月

21
日
 

第
１
４
回
合
併
協
議
会
（
館
林
市
文
化
会
館
小
ホ
ー
ル
）

 

・
１
件
の
報
告
事
項
、
１
議
案
の
審
議
事
項
に
つ
い
て
協
議
、
懸
案
事
項
の
方
向
性
に
つ
い
て
の
協
議
結
果
報
告
及
び
意
見
交
換
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年
 月

 日
 

内
 
 
容

 

 
【
協
議
会
で
可
決
・
承
認
さ
れ
た
も
の
】
 

・
平
成
２
９
年
度
館
林
市
・
板
倉
町
合
併
協
議
会
歳
入
歳
出
決
算
に
つ
い
て
 

平
成
３
１
年
 

１
月

31
日
 

第
１
５
回
合
併
協
議
会
（
館
林
市
文
化
会
館
小
ホ
ー
ル
）

 

・
合
併
協
議
の
今
後
の
方
向
性
に
つ
い
て
協
議
 

【
協
議
会
で
可
決
・
承
認
さ
れ
た
も
の
】
 

・「
館
林
市
・
板
倉
町
合
併
協
議
会
は
、
本
日
の
協
議
会
を
も
っ
て
、
会
議
の
開
催
を
概
ね
３
年
程
度
休
止
す
る
」
 

出
席
委
員
の
３
分
の
２
以
上
の
賛
成
を
も
っ
て
議
事
を
進
め
る
特
別
多
数
に
よ
る
採
決
を
行
っ
た
結
果
、
出
席
委
員
１
９
名
中
、
賛
成
１
５
名
、
 

反
対
４
名
に
よ
り
可
決
 

２
月

20
日
 

第
２
３
回
幹
事
会

 

・
今
後
の
事
務
手
続
き
に
つ
い
て
協
議
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１
３

 
合
併
協
定
項
目
の
協
議
状
況

 

合
併
協
定
項
目
 

協
議
内
容
 

協
議
状
況
 

1
 

合
併
の
方
式
 

両
市
町
の
合
併
は
、
邑
楽
郡
板
倉
町
を
廃
し
、
そ
の
区
域
を
館
林
市
に
編
入
す
る
「
編

入
合
併
」
と
す
る
。
 

可
決
 

第
８
回
 

2
 

合
併
の
期
日
 

  

次
回
以
降
 

審
議
 

第
２
回
 

(
事
前
説
明
) 

3
 

新
市
の
名
称
 

新
市
の
名
称
は
、「

館
林
市
」
と
す
る
。
 

可
決
 

第
1
0
回
 

4
 

新
市
の
事
務
所
の
位
置
 

新
市
の
事
務
所
の
位
置
は
、
館
林
市
城
町
１
番
１
号
と
す
る
。
 

な
お
、
現
在
の
館
林
市
及
び
現
在
建
築
中
の
板
倉
町
の
庁
舎
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、

合
併
協
定
項
目
１
３
「
事
務
組
織
及
び
機
構
の
取
扱
い
」
に
お
い
て
改
め
て
協
議
す
る
。
 

可
決
 

第
1
0
回
 

5
 

財
産
及
び
債
務
の
取
扱
い
 

板
倉
町
が
所
有
す
る
財
産
及
び
債
務
は
、
全
て
館
林
市
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。
 

継
続
審
議
 

第
1
0
回
 

第
1
1
回
 

6
 

議
会
の
議
員
の
定
数
及
び
任
期
の

取
扱
い
 

  

次
回
以
降
 

審
議
 

第
２
回
 

(
事
前
説
明
) 

7
 

地
方
税
の
取
扱
い
 

１
 
個
人
市
町
民
税
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

⑴
 
税
率
及
び
非
課
税
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
と
す
る
。
 

⑵
 
納
期
及
び
減
免
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
統
合
す
る
。
 

２
 
法
人
市
町
民
税
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

⑴
 
税
率
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
統
合
す
る
。
た
だ
し
、
合
併
年
度
及
び
こ
れ
に
続

く
３
年
度
以
内
は
不
均
一
課
税
と
し
、
そ
の
後
、
統
合
す
る
。
 

⑵
 
減
免
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
と
す
る
。
 

３
 
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

⑴
 
税
率
、
免
税
点
及
び
減
免
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
と
す
る
。
 

⑵
 
納
期
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
統
合
す
る
。
 

次
回
以
降
 

審
議
 

第
２
回
 

(
事
前
説
明
) 

 

第
1
0
回
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合
併
協
定
項
目

 
協
議
内
容
 

協
議
状
況
 

 
 

⑶
 
課
税
免
除
及
び
不
均
一
課
税
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
廃
止
す
る
。
た
だ
し
、
既

に
対
象
又
は
要
件
を
満
た
し
て
い
る
場
合
は
、
従
前
の
例
に
よ
る
。
 

４
 
軽
自
動
車
税
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

⑴
 
税
率
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
と
す
る
。
 

⑵
 
納
期
及
び
減
免
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
統
合
す
る
。
 

５
 
市
町
た
ば
こ
税
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
と
す
る
。
 

６
 
鉱
産
税
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
統
合
す
る
。
 

７
 
特
別
土
地
保
有
税
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
と
す
る
。
 

８
 
入
湯
税
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
統
合
す
る
。
 

９
 
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
統
合
す
る
。
た
だ
し
、
合
併
年
度
及
び
こ
れ

に
続
く
５
年
度
以
内
に
限
り
不
均
一
課
税
と
し
、
そ
の
後
、
統
合
す
る
。
 

 
 

8
 

地
方
自
治
制
度
の
取
扱
い
 

  
未
協
議
 

9
 

一
般
職
の
職
員
の
身
分
の
取
扱
い
 

１
 
板
倉
町
の
一
般
職
の
職
員
は
、
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
第
１
２
条
の

規
定
に
よ
り
、
全
て
館
林
市
の
職
員
と
し
て
引
き
継
ぐ
。
 

２
 
職
員
数
に
つ
い
て
は
、
新
市
に
お
い
て
定
員
適
正
化
計
画
を
策
定
し
、
定
員
管
理
の

適
正
化
に
努
め
る
。
 

３
 
職
員
の
職
名
に
つ
い
て
は
、
人
事
管
理
及
び
職
員
の
処
遇
の
適
正
化
の
観
点
か
ら
調

整
し
、
統
合
す
る
。
 

４
 
勤
務
時
間
に
つ
い
て
は
、
時
差
勤
務
の
職
務
内
容
と
勤
務
時
間
の
取
扱
い
を
調
整

し
、
合
併
時
に
再
編
す
る
。
 

５
 
給
与
に
つ
い
て
は
、
職
員
の
処
遇
及
び
給
与
の
適
正
化
の
観
点
か
ら
調
整
し
、
統
合

す
る
。
 

６
 
各
種
手
当
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
現
行
の
と
お
り
、
合
併
時
に
統
合
又
は
再
編
す

る
。
  

７
 
旅
費
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
統
合
す
る
。
 

継
続
協
議
 

第
1
1
回
 

10
 

農
業
委
員
会
の
取
扱
い
 

  

次
回
以
降
 

審
議
 

第
２
回
 

(
事
前
説
明
) 
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合
併
協
定
項
目

 
協
議
内
容
 

協
議
状
況
 

11
 

特
別
職
の
身
分
の
取
り
扱
い
 

１
 
板
倉
町
の
常
勤
特
別
職
（
教
育
長
を
含
む
。）
、
行
政
委
員
会
及
び
行
政
委
員
に
つ
い

て
は
、
合
併
の
日
の
前
日
を
も
っ
て
失
職
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
議
会
議
員
及

び
農
業
委
員
会
に
つ
い
て
は
、
別
に
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
板
倉
町
の
附
属
機
関
等
の
委
員
及
び
そ
の
他
の
特
別
職
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
合

併
の
日
の
前
日
を
も
っ
て
失
職
す
る
も
の
と
す
る
が
、
新
市
に
お
い
て
も
引
き
続
き
設

置
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
館
林
市
の
制
度
と
し
て
定
め
る
も
の
と
す

る
。
 

可
決
 

第
1
1
回
 

12
 

条
例
、
規
則
等
の
取
扱
い
 

条
例
、
規
則
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
統
合
す
る
。
 

可
決
 

第
1
1
回
 

13
 

事
務
組
織
及
び
機
構
の
取
扱
い

 
  

未
協
議
 

14
 

一
部
事
務
組
合
等
の
取
扱
い
 

  
未
協
議
 

15
 

使
用
料
、
手
数
料
等
の
取
扱
い

 
  

未
協
議
 

16
 

公
共
的
団
体
等
の
取
扱
い
 

公
共
的
団
体
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
新
市
の
一
体
性
の
速
や
か
な
確
立
に
資
す
る

た
め
、
各
団
体
の
こ
れ
ま
で
の
経
緯
や
意
向
、
実
情
等
を
十
分
に
尊
重
し
な
が
ら
、
次
の

と
お
り
調
整
に
努
め
る
。

  

１
 
両
市
町
に
共
通
し
て
い
る
団
体
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
実
情
や
地
域
性
を
尊
重
し
な
が

ら
、
で
き
る
限
り
合
併
時
に
統
合
で
き
る
よ
う
調
整
に
努
め
る
。
  

２
 
両
市
町
に
共
通
し
て
い
る
団
体
で
、
実
情
に
よ
り
合
併
時
に
統
合
で
き
な
い
も
の

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
実
情
や
地
域
性
を
尊
重
し
な
が
ら
、
合
併
後
速
や
か
に
統
合
で
き
る

よ
う
調
整
に
努
め
る
。
 

３
 
両
市
町
に
共
通
し
て
い
る
団
体
で
、
統
合
に
時
間
を
要
す
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

実
情
や
地
域
性
を
尊
重
し
な
が
ら
、
将
来
の
統
合
に
向
け
検
討
が
進
め
ら
れ
る
よ
う
調

整
に
努
め
る
。
 

４
 
そ
の
他
両
市
町
独
自
の
団
体
は
、
原
則
と
し
て
現
行
の
と
お
り
と
す
る
。
 

次
回
以
降
 

審
議
 

第
1
1
回
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合
併
協
定
項
目

 
協
議
内
容
 

協
議
状
況
 

17
 

補
助
金
、
交
付
金
等
の
取
扱
い

 
  

未
協
議
 

18
 

町
名
、
字
名
の
取
扱
い
 

  
未
協
議
 

19
 

慣
行
の
取
扱
い
 

  
未
協
議
 

20
 

国
民
健
康
保
険
事
業
の
取
扱
い

 

１
 
国
民
健
康
保
険
税
の
賦
課
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

⑴
 
税
率
に
つ
い
て
は
、
合
併
年
度
及
び
こ
れ
に
続
く
５
年
度
以
内
は
不
均
一
課
税

と
し
、
そ
の
後
、
再
編
す
る
。
 

⑵
 
納
期
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
新
市
に
お
い
て
継
続
す
る
。
 

⑶
 
軽
減
制
度
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
新
市
に
お
い
て
継
続
す
る
。
 

⑷
 
減
免
制
度
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
統
合
す
る
。
 

２
 
特
定
健
康
診
査
・
特
定
保
健
指
導
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
統
合
す
る
。
 

可
決
 

第
６
回
 

21
 

介
護
保
険
事
業
の
取
扱
い
 

１
 
介
護
保
険
事
業
計
画
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
は
現
行
の
と
お
り
と
し
、
合
併
後
に
再

編
す
る
。
 

２
 
介
護
保
険
料
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
は
現
行
の
と
お
り
と
し
、
合
併
後
に
再
編
す
る
。 

３
 
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
は
現
行
の
と
お
り
と
し
、
合
併
後

に
再
編
す
る
。
 

可
決
 

第
５
回
 

22
 

消
防
団
の
取
扱
い
 

消
防
団
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
１
つ
の
消
防
団
と
し
て
統
合
す
る
。
た
だ
し
、
地
域

に
密
着
し
た
消
防
団
活
動
の
特
性
を
保
持
す
る
た
め
、
役
員
構
成
に
つ
い
て
は
、
合
併
後

に
速
や
か
に
再
編
す
る
。
 

可
決
 

第
８
回
 

23
-1
 

国
内
・
国
際
交
流
事
業
 

１
 
国
内
交
流
事
業
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
新
市
に
お
い
て
継
続
す
る
。
 

２
 
国
際
交
流
事
業
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
統
合
す
る
。
 

可
決
 

第
９
回
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合
併
協
定
項
目

 
協
議
内
容
 

協
議
状
況
 

23
-2
 

電
算
シ
ス
テ
ム
事
業
 

電
算
シ
ス
テ
ム
事
業
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
統
合
す
る
。
 

可
決
 

第
1
0
回
 

23
-3
 

広
聴
広
報
関
係
事
業
 

１
 
広
報
事
業
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
統
合
す
る
。
  

２
 
広
聴
事
業
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
統
合
す
る
。
 

継
続
審
議
 

第
９
回
 

第
1
0
回
 

23
-4
 

人
権
推
進
事
業
 

１
 
人
権
啓
発
事
業
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
は
現
行
の
と
お
り
と
し
、
合
併
後
に
再
編
す

る
。
 

２
 
人
権
教
育
の
推
進
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
は
現
行
の
と
お
り
と
し
、
合
併
後
に
再
編

す
る
。
 

可
決
 

第
９
回
 

23
-5
 

納
税
関
係
事
業
 

１
 
コ
ン
ビ
ニ
納
付
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
統
合
す
る
。
 

２
 
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
統
合
す
る
。
 

３
 
督
促
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
廃
止
す
る
。
 

４
 
標
識
弁
償
金
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
統
合
す
る
。
 

可
決
 

第
1
1
回
 

23
-6
 

消
防
防
災
関
係
事
業
 

１
 
地
域
防
災
計
画
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
は
現
行
の
と
お
り
と
し
、
合
併
後
に
統
合
す
る
。 

２
 
災
害
対
策
本
部
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
再
編
す
る
。
 

３
 
防
災
情
報
設
備
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
統
合
す
る
。
 

４
 
避
難
所
対
策
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
新
市
に
お
い
て
継
続
す
る
。
 

５
 
災
害
時
に
お
け
る
応
援
協
定
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
新
市
に
お
い
て
継
続
す
る
。 

可
決
 

第
４
回
 

23
-7
 

交
通
関
係
事
業
 

１
 
交
通
安
全
計
画
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
統
合
す
る
。
 

２
 
交
通
指
導
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
統
合
す
る
。
 

３
 
広
域
公
共
路
線
バ
ス
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
と
す
る
。
 

可
決
 

第
４
回
 

23
-8
 

窓
口
業
務
 

１
 
延
長
窓
口
・
臨
時
窓
口
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
再
編
す
る
。
 

２
 
連
絡
所
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
統
合
す
る
。
 

次
回
以
降
 

審
議
 

第
1
1
回
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合
併
協
定
項
目

 
協
議
内
容
 

協
議
状
況
 

23
-9
 

保
健
衛
生
事
業
 

１
 
健
康
増
進
計
画
・
食
育
推
進
計
画
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
は
現
行
の
と
お
り
と
し
、

合
併
後
に
再
編
す
る
。
 

２
 
健
康
診
査
事
業
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
統
合
す
る
。
 

３
 
が
ん
検
診
事
業
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
統
合
す
る
。
た
だ
し
、
が
ん
検
診
推
進
事

業
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
再
編
す
る
。
 

４
 
定
期
予
防
接
種
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
新
市
に
お
い
て
継
続
す
る
。
 

５
 
任
意
予
防
接
種
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
統
合
す
る
。
 

６
 
健
康
ま
つ
り
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
再
編
す
る
。
 

継
続
審
議
 

第
５
回
 

第
６
回
 

23
-
10
 

障
が
い
者
福
祉
事
業
 

１
 
障
害
者
総
合
支
援
法
に
関
係
す
る
事
業
に
つ
い
て
は
、
事
業
内
容
が
す
べ
て
同
一
の

事
業
は
、
現
行
の
と
お
り
新
市
に
お
い
て
継
続
す
る
。
た
だ
し
、
事
業
内
容
が
異
な
る

事
業
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
統
合
し
、
入
浴
サ
ー
ビ
ス
事
業
及
び
日
中
一
時
支
援
事

業
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
再
編
す
る
。
 

２
 
市
町
が
独
自
に
行
う
事
業
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

⑴
 
福
祉
タ
ク
シ
ー
料
金
支
援
事
業
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
再
編
す
る
。
 

⑵
 
心
身
障
が
い
者
就
職
祝
金
支
給
事
業
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
統
合
す
る
。
 

⑶
 
特
定
疾
患
患
者
等
見
舞
金
支
給
事
業
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
統
合
す
る
。
 

⑷
 
身
体
障
が
い
者
自
立
更
生
奨
励
金
支
給
事
業
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
統
合
す
る
。
 

⑸
 
在
宅
重
度
障
が
い
者
介
護
慰
労
金
支
給
事
業
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
統
合
す
る
。
 

可
決
 

第
５
回
 

23
-
11
 

高
齢
者
福
祉
事
業
 

１
 
敬
老
祝
金
・
特
別
慶
祝
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
  

⑴
 
敬
老
祝
金
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
統
合
す
る
。
 

⑵
 
特
別
慶
祝
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
再
編
す
る
。
た
だ
し
、
卒
寿
慶
祝
訪
問
に
つ

い
て
は
、
合
併
時
に
廃
止
す
る
。
 

２
 
敬
老
事
業
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
廃
止
す
る
。
 

３
 
高
齢
者
福
祉
計
画
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
は
現
行
の
と
お
り
と
し
、
合
併
後
に
再
編

す
る
。
 

可
決
 

第
５
回
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合
併
協
定
項
目

 
協
議
内
容
 

協
議
状
況
 

23
-
12
 

児
童
福
祉
事
業
 

１
 
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
は
現
行
の
と
お
り
と
し
、

合
併
後
に
再
編
す
る
。
 

２
 
家
庭
児
童
相
談
、
婦
人
相
談
及
び
母
子
・
父
子
自
立
支
援
相
談
に
つ
い
て
は
、
合
併

時
に
再
編
す
る
。
 

３
 
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
業
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
統
合
す
る
。
 

４
 
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
新
市
に
お
い
て
継
続
す

る
。
 

５
 
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
新
市
に
お
い
て
継
続
す

る
。
た
だ
し
、
保
育
料
軽
減
補
助
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
統
合
す
る
。
 

６
 
児
童
館
運
営
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
再
編
す
る
。
 

可
決
 

第
７
回
 

23
-
13
 

保
育
事
業
 

１
 
公
立
保
育
園
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
新
市
に
お
い
て
継
続
す
る
。
 

２
 
子
ど
も
の
た
め
の
教
育
・
保
育
給
付
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
新
市
に
お
い
て

継
続
す
る
。
 

３
 
支
給
認
定
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
再
編
す
る
。
 

４
 
利
用
者
負
担
額
（
保
育
料
）
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

⑴
 
保
育
料
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
再
編
す
る
。
 

⑵
 
軽
減
制
度
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
統
合
す
る
。
 

可
決
 

第
７
回
 

23
-
14
 

生
活
保
護
事
業
 

生
活
保
護
事
業
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
統
合
す
る
。
 

可
決
 

第
７
回
 

23
-
15
 

そ
の
他
の
福
祉
事
業
 

  
未
協
議
 

23
-
16
 

ご
み
収
集
運
搬
業
務
事
業
 

１
 
ご
み
収
集
運
搬
に
関
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
統
合
す
る
。
 

２
 
一
般
廃
棄
物
処
理
計
画
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
  

⑴
 
一
般
廃
棄
物
処
理
基
本
計
画
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
は
現
行
の
と
お
り
と
し
、
合

併
後
に
再
編
す
る
。
 

⑵
 
一
般
廃
棄
物
処
理
実
施
計
画
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
再
編
す
る
。
 

３
 
ご
み
減
量
化
器
具
購
入
費
助
成
金
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
統
合
す
る
。
 

可
決
 

第
９
回
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合
併
協
定
項
目

 
協
議
内
容
 

協
議
状
況
 

23
-
17
 

環
境
対
策
事
業
 

１
 
環
境
基
本
計
画
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
は
現
行
の
と
お
り
と
し
、
合
併
後
に
再
編
す

る
。
 

２
 
環
境
美
化
事
業
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
は
現
行
の
と
お
り
と
し
、
合
併
後
に
再
編
す

る
。
 

３
 
斎
場
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
統
合
す
る
。
 

４
 
渡
良
瀬
遊
水
地
の
保
全
及
び
利
活
用
に
関
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
統
合

す
る
。
 

可
決
 

第
９
回
 

23
-
18
 

農
林
水
産
関
係
事
業
 

１
 
農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
は
現
行
の
と
お
り
と
し
、
合
併
後

に
再
編
す
る
。
 

２
 
農
業
経
営
基
盤
の
強
化
の
促
進
に
関
す
る
基
本
的
な
構
想
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
は

現
行
の
と
お
り
と
し
、
合
併
後
に
再
編
す
る
。
 

３
 
農
地
転
用
許
可
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
統
合
す
る
。
 

可
決
 

第
８
回
 

23
-
19
 

商
工
・
観
光
関
係
事
業
 

１
 
新
規
団
地
開
発
の
推
進
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
新
市
に
お
い
て
継
続
す
る
。
 

２
 
板
倉
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
新
市
に
お
い
て
継
続
す

る
。
 

３
 
板
倉
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
の
産
業
施
設
及
び
商
業
施
設
の
誘
致
促
進
に
つ
い
て
は
、
現
行

の
と
お
り
新
市
に
お
い
て
継
続
す
る
。
 

４
 
中
小
企
業
融
資
制
度
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

⑴
 
資
金
融
資
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
統
合
す
る
。
た
だ
し
、
小
企
業
者
緊
急
経
営

資
金
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
廃
止
す
る
。
 

⑵
 
利
子
補
給
金
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
統
合
す
る
。
 

５
 
観
光
行
事
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
新
市
に
お
い
て
継
続
し
、
必
要
に
応
じ
て
合

併
後
に
再
編
す
る
。
 

可
決
 

第
８
回
 

23
-
20
 

勤
労
者
・
消
費
者
関
連
事
業
 

１
 
雇
用
奨
励
金
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
統
合
す
る
。
 

２
 
勤
労
者
資
金
融
資
制
度
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
統
合
す
る
。
 

３
 
消
費
生
活
相
談
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
統
合
す
る
。
 

可
決
 

第
８
回
 

51



合
併
協
定
項
目

 
協
議
内
容
 

協
議
状
況
 

23
-
21
 

建
設
関
係
事
業
 

１
 
都
市
計
画
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

⑴
 
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
は
現
行
の
と
お
り
と
し
、
合

併
後
に
再
編
す
る
。
 

⑵
 
広
域
的
な
立
地
適
正
化
の
方
針
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
と
す
る
。
 

２
 
開
発
許
可
等
に
関
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
統
合
す
る
。
 

３
 
景
観
計
画
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
は
現
行
の
と
お
り
と
し
、
合
併
後
に
再
編
す
る
。
 

４
 
耐
震
改
修
促
進
計
画
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
は
現
行
の
と
お
り
と
し
、
合
併
後
に
再

編
す
る
。
 

可
決
 

第
８
回
 

23
-
22
 

下
水
道
事
業
 

１
 
下
水
道
全
体
計
画
・
事
業
計
画
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
は
現
行
の
と
お
り
と
し
、
合

併
後
に
再
編
す
る
。
 

可
決
 

第
８
回
 

23
-
23
 

市
町
立
学
校
の
通
学
区
域
、
学
校

名
 

  
未
協
議
 

23
-
24
 

学
校
教
育
事
業
 

  
未
協
議
 

23
-
25
 

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
振
興
事
業
 

１
 
文
化
財
の
保
護
と
管
理
に
関
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
再
編
す
る
。
 

２
 
生
涯
ス
ポ
ー
ツ
振
興
計
画
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
は
現
行
の
と
お
り
と
し
、
合
併
後

に
再
編
す
る
。
 

可
決
 

第
1
0
回
 

23
-
26
 

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
関
係
事
業

 

１
 
行
政
区
運
営
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
は
現
行
の
と
お
り
と
し
、
合
併
後
に
再
編
す
る
。 

２
 
行
政
区
へ
の
助
成
金
等
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
は
現
行
の
と
お
り
と
し
、
合
併
後
に

再
編
す
る
。
 

３
 
区
長
協
議
会
運
営
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
は
現
行
の
と
お
り
と
し
、
合
併
後
に
再
編

す
る
。
 

４
 
地
縁
団
体
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
と
す
る
。
 

次
回
以
降
 

審
議
 

第
1
1
回
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合
併
協
定
項
目

 
協
議
内
容
 

協
議
状
況
 

23
-
27
 

生
涯
学
習
事
業
 

１
 
社
会
教
育
関
係
団
体
の
支
援
及
び
連
絡
調
整
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
統
合
す
る
。
 

２
 
成
人
式
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
統
合
す
る
。
 

３
 
公
民
館
業
務
に
関
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
再
編
す
る
。
 

４
 
青
少
年
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
は
現
行
の
と
お
り
と
し
、
合
併
後
に
統
合

す
る
。
 

可
決
 

第
1
0
回
 

23
-
28
 

男
女
共
同
参
画
事
業
 

１
 
男
女
共
同
参
画
基
本
計
画
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
は
現
行
の
と
お
り
と
し
、
合
併
後

に
再
編
す
る
。
 

２
 
男
女
共
同
参
画
事
業
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
統
合
す
る
。
 

可
決
 

第
1
0
回
 

23
-
29
 

そ
の
他
の
事
業
 

  
未
協
議
 

24
 

新
市
基
本
計
画
 

※
平
成
２
８
年
 
９
月
 
２
日
（
第
２
回
合
併
協
議
会
）
 
策
定
方
針
決
定
 

※
平
成
２
８
年
１
１
月
２
８
日
（
第
３
回
合
併
協
議
会
）
 
骨
子
決
定
 

未
協
議
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１４ 関係規約等 

・館林市・板倉町合併協議会規約 

・館林市・板倉町合併協議会幹事会規程 

・館林市・板倉町合併協議会専門部会規程 

・館林市・板倉町合併協議会事務局規程 

・館林市・板倉町合併協議会財務規程 

・館林市・板倉町合併協議会会議運営規程 

・館林市・板倉町合併協議会委員等の報酬及び費用弁償に関する規程 
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館林市・板倉町合併協議会規約

（設置）

第１条 館林市及び板倉町（以下「両市町」という。）は、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２５２条の２の２第１項及び市町村の合併の特例に関

する法律（平成１６年法律第５９号。以下「法」という。）第３条第１項の規

定に基づき、合併協議会を置く。

（名称）

第２条 前条の合併協議会の名称は、館林市・板倉町合併協議会（以下「協議

会」という。）とする。

（事務）

第３条 協議会は、次に掲げる事務を行う。

⑴ 両市町の合併に関する協議

⑵ 法第６条の規定による合併市町村基本計画の作成

⑶ 両市町の住民への協議経過等の情報提供

⑷ 前３号に掲げるもののほか、両市町の合併に関し必要な事項

（事務所）

第４条 協議会の事務所は、会長の属する市町に置く。

（組織）

第５条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

（会長及び副会長）

第６条 会長及び副会長は、両市町の長が協議し、両市町の長のうちから、こ

れらを選任する。

２ 会長は、協議会を代表し、会務を掌理する。

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、

その職務を代理する。

４ 会長及び副会長は、非常勤とする。

（委員）

第７条 委員は、次の者をもって充てる。

⑴ 両市町の副市長及び副町長
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⑵ 両市町の議会の議長及び副議長

⑶ 両市町の議会から選出された議員各３名

⑷ 両市町の教育委員会の教育長

⑸ 両市町の長が協議して定めた学識経験を有する者

⑹ 両市町の長が協議して定めた両市町の職員

⑺ 協議会の設置請求代表者

２ 委員は、非常勤とする。

（会議）

第８条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集する。

２ 委員の３分の１以上の者から会議の招集の請求があるときは、会長はこれ

を招集しなければならない。

（会議の運営）

第９条 会議は、委員の２分の１以上が出席しなければ、これを開くことがで

きない。

２ 会議の議長は、会長がこれに当たる。

３ 会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮り別に

定める。

４ 会長は、必要に応じて関係職員等を会議に出席させ、説明又は助言を求め

ることができる。

５ 会議は、公開とする。

（幹事会）

第１０条 協議会に提案する必要な事項について、協議し、又は調整するため、

協議会に幹事会を置くことができる。

２ 幹事会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。

（事務局）

第１１条 協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。

２ 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。

（職員）

第１２条 協議会の事務に従事する職員は、 両市町の長が協議して定めた者を

もって充てる。
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（経費）

第１３条 協議会に要する経費は、両市町の負担金その他の収入をもって充て

る。

２ 前項の負担金の額は、両市町の長が協議して定める。

（監査）

第１４条 協議会の出納の監査は、両市町の長が協議し、会長が委嘱する監査

委員２人が、これを行う。

２ 監査委員は、監査の結果を会長に報告しなければならない。

３ 監査委員は、非常勤とする。

（財務に関する事項）

第１５条 協議会の予算の編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、

会長が別に定める。

（報酬及び費用弁償）

第１６条 協議会の会長、副会長、委員及び監査委員は、報酬及びその職務を

行うために要する費用弁償を受けることができる。

２ 前項に定める報酬及び費用弁償の額、支給方法等は、会長が会議に諮り、

別に定める。

（協議会解散の場合の措置）

第１７条 協議会が解散した場合においては、協議会の収支は解散の日をもっ

て打ち切り、会長であった者がこれを決算する。

（補則）

第１８条 この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が

別に定める。

附 則

この規約は、両市町の長が協議して定めた日から施行する。
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館林市・板倉町合併協議会幹事会規程

（趣旨）

第１条 この規程は、館林市・板倉町合併協議会規約第１０条第２項の規定に基づき、

館林市・板倉町合併協議会幹事会（以下「幹事会」という。）の組織及び運営に関

し、必要な事項を定めるものとする。

（所掌事務）

第２条 幹事会は、館林市・板倉町合併協議会（以下「協議会」という。）の会長（以

下「会長」という。）の指示を受け、協議会に提案する事項について、協議又は調

整するものとする。

２ 前項に定めるもののほか、 館林市及び板倉町の合併に関し、会長が必要と認め

る事項について、協議又は調整するものとする。

（組織）

第３条 幹事会は、別表に掲げる職にある者（以下「幹事」という。）をもって組織

する。

（幹事長及び副幹事長）

第４条 幹事会に幹事長及び副幹事長を置く。

２ 幹事長及び副幹事長は、幹事の互選により定める。

３ 幹事長は、幹事会を代表し、会務を掌理する。

４ 幹事長に事故があるとき又は幹事長が欠けたときは、副幹事長が幹事長の職務を

代理する。

（会議）

第５条 幹事会の会議は、幹事長が必要に応じて招集する。

２ 会議の議長は、幹事長がこれに当たる。

（専門部会）

第６条 幹事会は、その所掌事務を補助させるため、必要に応じて専門部会を置くこ

とができる。

２ 専門部会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

（関係職員等の出席）

第７条 幹事長は、必要があると認めるときは、関係職員等を出席させ、説明又は助
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言を求めることができる。

（報告）

第８条 幹事長は、幹事会の協議又は調整の経過及び結果について、会長に報告する

ものとする。

（庶務）

第９条 幹事会の庶務は、協議会事務局が行う。

（補則）

第１０条 この規程に定めるもののほか、幹事会に関し必要な事項は、会長が別に定

める。

附 則

この規程は、平成２８年６月１日から施行する。

附 則

この規程は、平成２９年４月１日から施行する。

別表（第３条関係）

市町名 職名

館林市

副市長

政策企画部長

企画課長

板倉町

副町長

総務課長

企画財政課長
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館林市・板倉町合併協議会専門部会規程

（趣旨）

第１条 この規程は、館林市・板倉町合併協議会幹事会規程第６条第２項の規定に基

づき、館林市・板倉町合併協議会専門部会（以下「専門部会」という。）に関し、

必要な事項を定めるものとする。

（所掌事務）

第２条 専門部会は、館林市・板倉町合併協議会（以下「協議会」という。）の会長

（以下「会長」という。）の指示又は幹事会の要請により、協議会に提案する事項、

その他会長が必要と認める事項について、専門的に調査検討し、協議案又は調整案

を作成するものとする。

（組織）

第３条 専門部会は、別表に定めるとおりとし、館林市にあっては部課長等及び板倉

町にあっては課係長等の職にある者をもって組織する。

（部会長及び副部会長）

第４条 専門部会に部会長及び副部会長を置く。

２ 部会長及び副部会長は、前条に規定する専門部会を組織する者の互選により定め

る。

３ 部会長は、専門部会を代表し、会務を掌理する。

４ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたとき

は、その職務を代理する。

（会議）

第５条 専門部会の会議は、部会長が招集する。

２ 会議の議長は、部会長がこれに当たる。

３ 専門部会は、必要に応じて関係する他の専門部会と合同で会議を開催することが

できる。この場合において、当該会議の議長は、主たる会議事項となる事務を所管

する専門部会の部会長が当たるものとする。

（関係職員等の出席）

第６条 部会長は、必要に応じて関係職員等を会議に出席させ、説明又は助言を求め

ることができる。
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（報告）

第７条 部会長は、専門部会で作成した協議案又は調整案を幹事会に報告するものと

する。

（庶務）

第８条 専門部会の庶務は、部会長の属する市町の担当部署が行う。

（補則）

第９条 この規程に定めるもののほか、専門部会に関し必要な事項は、会長が別に定

める。

附 則

この規程は、平成２８年６月１日から施行する。

別表（第３条関係）

政策企画部会

総務部会

市民環境部会

保健福祉部会

経済部会

都市建設部会

議会・監査部会

教育部会
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館林市・板倉町合併協議会事務局規程

（趣旨）

第１条 この規程は、館林市・板倉町合併協議会規約第１１条第２項の規定に基づき、

館林市・板倉町合併協議会（以下「協議会」という。）の事務局に関し、必要な事

項を定めるものとする。

（所掌事務）

第２条 協議会の事務局（以下「事務局」という。）は、次に掲げる事務を所掌する。

⑴ 協議会の会議に関すること。

⑵ 協議会の協議資料の作成に関すること。

⑶ 協議会の広報及び広聴に関すること。

⑷ 協議会の庶務に関すること。

⑸ 前各号に掲げるもののほか、協議会の運営に関すること。

（組織）

第３条 前条の事務を分掌させるため、事務局に次の担当を置く。

⑴ 総務係

⑵ 計画係

⑶ 調整１係

⑷ 調整２係

２ 前項各号に規定する担当の分掌事務は、別表第１のとおりとする。

（事務局の職員）

第４条 事務局に次に掲げる職員を置く。

⑴ 事務局長

⑵ 事務局次長

⑶ 係長

⑷ その他の職員

（職員の職務）

第５条 事務局長は、協議会の会長の命を受け、事務局の事務を統括する。

２ 事務局次長は、上司の命を受け、次に掲げる職務を行う。

⑴ 事務局内の連絡及び調整
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⑵ 事務局長の補佐

⑶ 事務局長に事故があるとき又は事務局長が欠けたときの職の代理

３ 係長及びその他の職員は、上司の命を受けて所管の事務を処理する。

（職務権限）

第６条 協議会の運営における各職位の職務、事案の処理権限等に関しては、館林市

職務権限規程（昭和５６年館林市訓令第１号）の規定を準用する。この場合におい

て、「市長」及び「副市長」とあるのは「会長」と、「部長」とあるのは「事務局長」

と、「課長」とあるのは「事務局次長」と読み替える。

２ 前項の規定にかかわらず、事務局次長は、次に掲げる事項について専決処分をす

ることができる。

⑴ 館林市及び板倉町との連絡調整に関すること。

⑵ 事務局の事務の取扱方針に関すること。

⑶ 各種資料等の作成に関すること。

⑷ 実務的な調査及び回答に関すること。

⑸ 物品の購入その他契約の締結及び現金の出納に関すること。

⑹ 職員の休暇、時間外勤務命令及び旅行命令に関すること。

⑺ その他軽易な事項に関すること。

（文書の取扱い）

第７条 事案を処理する場合の起案は、館林市の文書の取扱いの例によるものとする。

２ 文書の整理、保管及び編さんについては、館林市の文書の取扱いの例によるもの

とする。

３ 前各項に定めるもののほか、事務局における文書の収受、発送、処理、保存その

他文書の取扱いに関し必要な事項は、館林市の文書の取扱いの例によるものとする。

（情報公開の取扱い）

第８条 事務局が保有する公文書の公開については、館林市の情報公開の例によるも

のとする。

（公印の取扱い）

第９条 協議会の公印の名称、寸法、書体、ひな型、使用区分、管理者及び個数は、

別表第２のとおりとする。

２ 協議会の公印の取扱い等については、館林市の公印の取扱いの例によるものとす
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る。

（職員の服務）

第１０条 事務局職員の服務及び勤務条件については、館林市の一般職の職員の例に

よるものとする。

（職員の給与等）

第１１条 事務局職員の給与、手当等については、それぞれの職員が属する市町の負

担とする。

２ 事務局職員の旅費については、協議会の負担とし、その支給方法等は、館林市の

一般職の職員の例によるものとする。

（補則）

第１２条 この規程に定めるもののほか、事務局の運営に関し必要な事項は、事務局

長が別に定める。

附 則

この規程は、平成２８年６月１日から施行する。

附 則

この規程は、平成２９年２月７日から施行し、改正後の館林市・板倉町合併協議会

事務局規程は、平成２８年１２月１９日から適用する。
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別表第１（第３条関係）

別表第２（第９条関係）

担当名 事務分掌

総務係 １ 協議会の庶務及び会計に関すること。

２ 協議会予算に関すること。

３ 合併の諸手続きに関すること。

４ 協議会及び幹事会の会議に関すること。

５ 合併資料の編さんに関すること。

６ 報酬等の支給に関すること。

７ 広報事業に関すること。

８ 国・県との連絡調整に関すること。

９ 住民説明会に関すること。

１０ その他他の係に属さないこと。

計画係 １ 合併市町村基本計画に関すること。

２ 財政計画に関すること。

調整１係

調整２係

１ 合併協定項目の調整に関すること。

２ その他各種事務事業の調整に関すること。

３ 専門部会の会議に関すること。

名称 館林市・板倉町合併協議会

会長の印

館林市・板倉町合併協議会

会長職務代理者の印

寸法 方２．１センチメートル 方２．１センチメートル

書体 てん書体 てん書体

ひな型

使用区分 一般文書用 一般文書用

管理者 館林市・板倉町合併協議会

事務局次長

館林市・板倉町合併協議会

事務局次長

個数 １個 １個

館
林
市
・
板
倉

町
合
併
協
議

会
会
長
之
印

館
林
市
・
板
倉
町

合
併
協
議
会
会
長

職
務
代
理
者
之
印
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館林市・板倉町合併協議会財務規程

（趣旨）

第１条 この規程は、館林市・板倉町合併協議会規約（以下「規約」という。）第１

５条の規定に基づき、館林市・板倉町合併協議会（以下「協議会」という。）の財

務に関し、必要な事項を定めるものとする。

（歳入歳出予算）

第２条 協議会の予算は、館林市及び板倉町（以下「両市町」という。）が負担する

負担金その他の収入をもって歳入とし、協議会の事務に要するすべての経費をもっ

て歳出とする。

２ 協議会の会長（以下「会長」という。）は、毎会計年度予算を調製し、協議会の

承認を得なければならない。

３ 会長は、前項の規定により、予算が協議会の承認を得たときは、当該予算に係る

予算書の写しを速やかに両市町の長に送付するものとする。

４ 協議会の会計年度は、普通地方公共団体の会計年度とする。

（予算の補正）

第３条 会長は、協議会に係る既定予算において補正の必要が生じた場合は、これを

調製し、協議会の承認を得なければならない。

２ 前項の規定により、補正予算が協議会の承認を得たときは、前条第３項の規定を

準用する。

（会長の専決処分）

第４条 会長は、協議会を招集する暇がないと認めるときは、第２条第２項及び前条

第１項の規定にかかわらず、当該予算について専決処分をすることができる。

２ 前項の規定により専決処分をしたときは、会長は、当該予算に係る予算書の写し

を両市町の長に送付するものとする。

３ 第１項の規定により専決処分をしたときは、会長は、これを協議会に報告し、承

認を求めなければならない。

（歳入歳出予算の区分）

第５条 歳入予算の科目の区分は、別表第１のとおりとする。

２ 歳出予算の科目の区分は、別表第２のとおりとする。
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３ 当該年度において特別な理由があるときは、別表第１及び別表第２に定めるもの

以外の科目の区分を定めることができる。

（予算の流用及び予備費の充当）

第６条 歳出予算の流用及び予備費の充当は、館林市の予算の例により行うものとす

る。

２ 会長は、歳出予算の流用をしたとき、又は予備費の充当をしたときは、協議会に

報告しなければならない。

（出納及び現金の保管）

第７条 協議会の出納は、会長が行う。

２ 協議会に属する現金は、銀行その他の金融機関にこれを預け入れる等、確実な方

法によって保管しなければならない。

（協議会出納員）

第８条 会長は、協議会の事務局職員のうちから協議会の出納員を命ずることができ

る。

２ 協議会の出納員は、会長の命を受けて、協議会の出納その他の会計事務を行う。

（収入及び支出の手続き）

第９条 協議会の予算に係る収入及び支出の手続きは、館林市の例により、これを行

うものとする。

２ 協議会の出納員は、予算差引簿その他必要な帳簿を備え、適切に出納の管理を行

うものとする。

（決算等）

第１０条 会長は、毎会計年度終了後協議会の決算を調製し、規約第１４条第１項の

規定に基づき監査に付するものとし、同条第２項に規定する報告を受けた後、協議

会の承認を得るものとする。

２ 会長は、前項の規定により、決算の承認を得たときは、当該決算に係る決算書の

写しを両市町の長に送付するものとする。

（補則）

第１１条 この規程に定めるもののほか、協議会の財務に関し必要な事項は、会長が

別に定める。
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附 則

この規程は、平成２８年６月１日から施行する。

別表第１（第５条関係）

歳入予算の科目の区分

別表第２（第５条関係）

歳出予算の科目の区分

款 項 目

１ 負担金 １ 負担金 １ 負担金

２ 諸収入 １ 諸収入 １ 諸収入

３ 県補助金 １ 県補助金 １ 県補助金

４ 繰越金 １ 繰越金 １ 繰越金

款 項 目

１ 運営費 １ 会議費 １ 会議費

２ 事務費 １ 事務費

２ 事業費 １ 事業推進費 １ 事業推進費

３ 予備費 １ 予備費 １ 予備費

68



館林市・板倉町合併協議会会議運営規程

（趣旨）

第１条 この規程は、館林市・板倉町合併協議会規約第９条第３項の規定に基づき、

館林市・板倉町合併協議会（以下「協議会」という。）の会議（以下「会議」とい

う。）の議事その他会議の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

（基本方針）

第２条 会議の運営に際しては、公正かつ公平な協議に努めるものとする。

（会長等の責務）

第３条 協議会の会長（以下「会長」という。）は、会議の議長（以下「議長」とい

う。）として、協議会の副会長と連携を図りながら、迅速かつ効率的な会議の運営

に努めなければならない。

２ 協議会の委員（以下「委員」という。）は、会議に積極的に参画するとともに、

円滑な議事運営に協力しなければならない。

（会議の開閉等）

第４条 会議の開会、閉会、中止又は休憩は、議長が宣告する。

（発言の許可）

第５条 委員は、議長の許可を得た後、発言するものとする。

（議事の進行）

第６条 議事は、全会一致をもって進めることを原則とする。ただし、意見が分かれ

た場合は、出席委員の３分の２以上の賛成をもって議事を進めるものとする。

（会議録の調製等）

第７条 議長は、会議録（別記様式第１号）を調製するものとする。

２ 前項の会議録には、議長が必要と認めた事項のほか、会議資料を添付するものと

する。

３ 会議録は、議長が指名する出席委員２名が署名し、これを協議会の事務局（以下

「事務局」という。）で保管するものとする。

（会議録等の公開）

第８条 会議録及び会議資料は、原則公開とする。

２ 前項の公開は、会議録が確定した日以後に行うものとする。
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（会議の公開）

第９条 会議は、公開とする。

（傍聴人）

第１０条 会議の傍聴人は、一般傍聴人及び報道関係者とする。

２ 一般傍聴人の定員は、会場の規模に応じて議長が調整する。

（傍聴の手続）

第１１条 会議を傍聴しようとする者は、受付において自己の氏名、住所を傍聴人受

付票（別記様式第２号）に記入し、受付箱に投函しなければならない。

（傍聴席に入ることができない者）

第１２条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

⑴ 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者

⑵ 酒気を帯びていると認められる者

⑶ 前各号のほか、傍聴を不適当と認める者

（傍聴人の守るべき事項）

第１３条 傍聴人は、傍聴席において、次の各号に掲げる事項を守らなければならな

い。

⑴ みだりに傍聴席を離れないこと。

⑵ 私語、談話、又は拍手等をしないこと。

⑶ 議事に批評を加え、又は賛否を表明しないこと。

⑷ 前各号のほか、会議を妨害し、又は迷惑となる行為をしないこと。

（写真、映画等の撮影及び音声の録音等の制限）

第１４条 傍聴人は、傍聴席において、写真、映画等を撮影し、又は音声の録音等を

してはならない。ただし、特に議長が必要があると認める者はこの限りではない。

（職員の指示）

第１５条 傍聴人は、協議会の事務局職員の指示に従わなければならない。

（違反に対する措置）

第１６条 議長は、傍聴人がこの規程に定める事項に違反するときはこれを制止し、

その命令に従わないときは退場させることができる。

（規律）

第１７条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動
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をしてはならない。

２ 会場において、資料、新聞紙、文書等を配付するときは、あらかじめ議長の許可

を得なければならない。

（補則）

第１８条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、議長が会

議に諮り別に定める。

附 則

この規程は、平成２８年７月１５日から施行する。
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別記様式第１号（第７条関係）

会議録

会議の名称

開催日時
年 月 日（ ）

時 分開会・ 時 分閉会

開催場所

議長氏名

出席者氏名

事務局氏名

会議事項

議題 会議結果

会議経過 次ページのとおり

会議資料

会議録の確定

確定年月日 署名

年 月 日（ ）

指名委員氏名

年 月 日（ ）

指名委員氏名
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（会議経過）

発言者 議題・発言内容・決定事項
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別記様式第２号（第１１条関係）

傍聴人受付票

住所

氏名

一般・報道の別
一般 ・ 報道

（どちらかに○を付けてください）
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館林市・板倉町合併協議会委員等の報酬及び費用弁償に関する規程

（趣旨）

第１条 この規程は、館林市・板倉町合併協議会規約第１６条第２項の規定に基づき、

館林市・板倉町合併協議会（以下「協議会」という。）の会長、副会長、委員及び

監査委員（以下「委員等」という。）の報酬及び費用弁償に関し、必要な事項を定

めるものとする。

（報酬及び費用弁償の額）

第２条 協議会委員等が協議会の会議等に出席したときの報酬は、日額８，３００円

とする。ただし、地方公共団体の長、その他の常勤職員及び議会の議員については、

これを支給しない。

２ 委員等が、協議会の職務を行うために旅行した場合及び委員等以外の識見者が協

議会の依頼を受けて会議等に出席した場合は、費用弁償として実費を支給する。

３ 前項の規定により支給する実費については、館林市報酬、費用及び実費弁償条例

（昭和３１年館林市条例第５号。以下「報酬等条例」という。）の例によるものと

する。

（支給方法）

第３条 報酬及び費用弁償の支給方法については、報酬等条例の例によるものとする。

（補則）

第４条 この規程に定めるもののほか、委員等の報酬及び費用弁償に関し必要な事項

は、会長が別に定める。

附 則

この規程は、平成２８年７月１５日から施行する。
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１５　委員名簿
（敬称略）

第1回 第2回 第3回 第4回 第5回
第6～
11回

第12回 第13回 第14回 第15回

1 館林市長  安樂岡一雄  須藤和臣（H29.4.4～）

2 板倉町長  栗原実

3 館林市副市長  小山定男

4 板倉町副町長  中里重義（H29.4.1～）

5 館林市議会議長
多田善洋
（H28.9.29
～）

 河野哲雄（H29.4.28～）

6 館林市議会副議長
泉澤信哉
（H28.9.29
～）

 遠藤重吉（H29.4.28～）

7 板倉町議会議長  青木秀夫

8 板倉町議会副議長  荒井英世 －  今村好市（H29.6.6～）

9 館林市議会議員  野村晴三

10 館林市議会議員  髙橋次郎  向井誠（H29.4.28～）

11 館林市議会議員  井野口勝則

12 板倉町議会議員  市川初江  荒井英世（H29.5.11～）

13 板倉町議会議員  延山宗一  小森谷幸雄（H29.5.11～）

14 板倉町議会議員  今村好市  （小森谷幸雄）　※重複委員

15 館林市教育長  吉間常明

16 板倉町教育長  鈴木優

17 館林市区長協議会会長  山﨑紀夫  野村和利（H30.4.25～）

18 館林商工会議所会頭  河本榮一

19 館林市農業委員会会長  福田榮次

20 板倉町行政区長会会長  増田文和  青木文雄（H30.4.5～）

21 板倉町商工会会長  市澤孝一  須藤稔（H29.1.10～）  小池敏郎（H30.5.22～）

22 板倉町農業委員会会長  小野寺幸一  小林博（H29.7.24～）

23
邑楽館林農業協同組合
代表理事組合長

 江森富夫

24
６号
委員

板倉町町長補佐  中里重義

25
７号
委員

設置請求代表者  （青木秀夫）　※重複委員

26 館林市監査委員  髙木貞一郎  早川勉（H28.12.3～）

27 板倉町監査委員

 向井誠
 （H30.10.9～）

 井野口勝則
 （H30.10.9～）

４号
委員

－

監査委員
 江田音吉

５号
委員

 遠藤重吉
 （H30.10.9～）

番号 規約 役職
氏名

会長

副会長

委員

１号
委員

－

２号
委員

 向井誠

 多田善洋
 斉藤貢一
 （H30.10.9～）

３号
委員

 野村晴三
 （H30.10.9～）

76


	00　協議経過報告書表紙
	協議経過報告書
	バインダ1
	01　館林市・板倉町合併協議会　協議経過報告書
	02　協議会組織図
	03　合併協議経過状況
	04　合併協定項目の協議状況
	05　規約（3P）
	06　幹事会規程（2P）
	07　専門部会規程（2P）
	08　事務局規程（4P）
	09　財務規程（3P）
	10　会議運営規程（6P）
	11　委員等の報酬及び費用弁償に関する規程（1P）
	12　委員名簿

	バインダ2
	01　館林市・板倉町合併協議会　協議経過報告書
	名称未設定
	02　協議会組織図
	01　館林市・板倉町合併協議会　協議経過報告書
	03　合併協議経過状況
	04　合併協定項目の協議状況
	01　館林市・板倉町合併協議会　協議経過報告書
	05　規約（3P）
	06　幹事会規程（2P）
	07　専門部会規程（2P）
	08　事務局規程（4P）
	09　財務規程（3P）
	10　会議運営規程（6P）
	11　委員等の報酬及び費用弁償に関する規程（1P）
	12　委員名簿





